
 

 

第8期江別市高齢者保健福祉計画

 

江別市高齢者総合計画
期江別市高齢者保健福祉計画

平成

江別市高齢者総合計画
期江別市高齢者保健福祉計画

平成30年度

江別市高齢者総合計画
期江別市高齢者保健福祉計画

平成

江 
（健康福祉部

年度～平成

江別市高齢者総合計画
期江別市高齢者保健福祉計画／

 

 

[案] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年１

 

 別 
健康福祉部 介護保険課

平成32年度

江別市高齢者総合計画
／第7期江別市介護保険事業計画

 

１２月 

 市 
介護保険課） 

年度 

江別市高齢者総合計画
期江別市介護保険事業計画

 

江別市高齢者総合計画 
期江別市介護保険事業計画

 

期江別市介護保険事業計画

  

 

期江別市介護保険事業計画 



 

 

 

 



 

目 次 

【総 論】 ·································· 1 

第１章 計画策定の概要 ···························· 1 

第１節 計画策定の目的 ····························································· 1 

第２節 計画の性格 ································································· 2 

１．法令等による根拠 ·································································· 2 

２．他計画との整合 ···································································· 2 

第３節 計画の期間 ································································· 4 

第４節 計画の策定体制 ····························································· 5 

１．介護保険事業計画策定等委員会の開催 ················································ 5 

２．アンケート調査の実施 ······························································ 5 

３．パブリックコメントの実施 ·························································· 6 

第５節 第６期計画の総括 ··························································· 6 

１．施策の取組と成果 ·································································· 6 

２．今後の課題 ······································································· 10 

第６節 介護保険法等の一部改正への対応 ············································ 12 

第２章 江別市の現状把握 ·························· 13 

第１節 高齢者等の状況 ···························································· 13 

１．高齢者等の動向 ··································································· 13 

（１）人口の推移 ····································································· 13 

（２）要介護・要支援認定者数の推移 ··················································· 14 

（３）介護サービス等利用者の動向 ····················································· 15 

（４）アンケート調査結果から見られる高齢者像 ········································· 16 

第３章 計画の基本的な考え方 ························ 21 

第１節 目指すべき地域の将来像 ···················································· 21 

１．平成37（2025）年の将来像 ························································· 21 

（１）人口の将来見込み ······························································· 21 

（２）要介護・要支援認定者数の将来見込み ············································· 22 

（３）介護サービス等利用者の将来見込み ··············································· 23 

２．基本理念・基本目標 ······························································· 24 

（１）基本理念 ······································································· 24 

（２）基本目標 ······································································· 25 

■江別版「生涯活躍のまち」構想の実現に向けて ········································· 26 

第２節 地域包括ケアシステムの推進 ················································ 27 

（１）日常生活圏域の設定 ····························································· 27 

（２）江別市の目指す地域包括ケアシステムの構築 ······································· 29 

（３）地域包括ケアシステムの推進に向けた重点的な取組 ································· 30 



 

【各 論】 ································· 33 

■施策の体系化 ······························· 34 

第４章 高齢者保健福祉施策の展開 ······················ 36 

第１節 地域支援体制の推進 【計画目標１】 ········································ 36 

（１）地域包括支援センターの運営・評価 ··············································· 36 

（２）自立支援に向けた地域ケア会議の推進 ············································· 38 

（３）在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備 ····················· 39 

（４）生活支援サービスの充実 ························································· 41 

（５）介護人材の確保と資質向上 ······················································· 43 

第２節 介護予防と健康づくりの促進 【計画目標２】 ································ 45 

（１）自立支援・介護予防・重度化防止の推進 ··········································· 45 

（２）健康づくりの促進 ······························································· 48 

第３節 見守り・支え合いの地域づくりの促進 【計画目標３】 ························· 50 

（１）見守りと支え合いの醸成 ························································· 50 

（２）家族等介護者への支援の充実 ····················································· 52 

（３）生きがい・社会参加と協働のまちづくり ··········································· 54 

第４節 尊厳ある暮らしの確保 【計画目標４】 ······································ 58 

（１）認知症施策の推進 ······························································· 58 

（２）高齢者の権利擁護の推進 ························································· 61 

（３）高齢者の住まいの安定的な確保 ··················································· 64 

（４）安全・安心なまちづくりの推進 ··················································· 66 

第５節 介護保険事業の推進 【計画目標５】 ········································ 68 

（１）介護保険サービスの安定的な提供 ················································· 68 

（２）介護保険制度を円滑に運営するための仕組み ······································· 69 

第５章 介護保険事業の推進 ························· 72 

第１節 介護サービス給付費等の推計 ················································ 72 

（１）介護サービス給付費等推計までの流れ ············································· 72 

（２）被保険者数の動向と将来の見込み ················································· 73 

（３）要介護・要支援認定者数の動向と将来の見込み ····································· 73 

（４）介護サービス量の見込み ························································· 74 

（５）介護保険サービスの基盤整備 ···················································· 100 

第２節 事業費総額の見込み ······················································· 101 

（１）介護サービス給付費等の見込み（暫定） ·········································· 101 

（２）地域支援事業費の見込み（暫定） ················································ 101 

第３節 第１号被保険者保険料の設定 ··············································· 102 

（１）財源構成 ······································································ 102 

（２）第７期介護保険料基準額（月額）の試算（暫定） ·································· 103 

（３）所得段階別保険料の設定 ························································ 104 



 

第６章 計画の推進に向けて ························· 106 

第１節 計画の推進体制 ··························································· 106 

（１）庁内部署との連携 ······························································ 106 

（２）関係機関との連携・調整 ························································ 106 

（３）北海道との連携・調整 ·························································· 106 

（４）介護保険制度の持続可能性の確保に向けて ········································ 106 

 

 

  



 

 

 



一般市民調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総 論】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総 論 

 



エラーエラーエラーエラー! ! ! ! 指定指定指定指定したスタイルはしたスタイルはしたスタイルはしたスタイルは使使使使われていませんわれていませんわれていませんわれていません。。。。 

 2 

 

 

 

 

 

 

 



【【【【総論総論総論総論】】】】 第１章 計画策定の趣旨等 

1 

第１章 計画策定の概要 

第１節 計画策定の目的 

 

わが国の 65 歳以上の高齢者人口は、平成 29 年 1 月 1 日現在、3,469 万 9 千人(出典：人

口推計（総務省統計局）)で総人口に占める割合(高齢化率)は 27.4％となっております。平成

37（2025）年は、昭和 22 年から 24 年生まれのいわゆる「団塊の世代」の人たちがすべて

75 歳以上となる節目の年であり、75 歳以上人口の絶対数が急増する時期になります。さらに

平成 52（2040）年には、いわゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上になるなど、高齢化がさら

に進展することが見込まれています。 

また、国の推計によれば、平成 37（2025）年には認知症の人が約 700 万人前後となり、

65 歳以上高齢者に対する割合は約 5 人に 1 人になると見込まれています。 

 

平成２９年６月には、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部が改正され、

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持

続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるよ

う見直しがおこなわれました。 

 

本市においても、高齢者数が 34,645 人（平成 29 年 10 月１日現在）となり、高齢化率も

２９.１％と３年前の同時期と比較し２.９％増加傾向にあり、年々高齢化が進んでおります。 

平成 27 年 3 月に策定した「江別市高齢者総合計画（平成 27 年度～平成 29 年度）」におい

て、「住み慣れた地域で、人生の最期まで暮らしていける体制づくり」「社会参加・自己実現を

通して、健康でいきいきと暮らしていける環境づくり」「多世代が集い、つながり、支えあう共

生のまちづくり」を基本目標に掲げ、地域包括ケアシステムの構築に向け、多職種を交えた地

域ケア会議の実施、生活支援コーディネーターや認知症地域支援推進員の配置、認知症に関す

るガイドブックの作成・普及などに取り組んできたところであります。 

 

今計画では、前計画における施策の取組の成果や評価を踏まえ、平成 37（2025）年を見据

えて、本市の地域特性を活かし、地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、高齢者保健福祉

施策の方向性を示すとともに、地域福祉の推進や介護保険事業の安定・円滑な運営に努め、取

り組むべき施策および目標を明らかにすることを目的に今計画を策定するものです。 



【【【【総論総論総論総論】】】】 第１章 計画策定の趣旨等  

 2 

第２節 計画の性格 

１．法令等による根拠 

高齢者保健福祉計画はすべての高齢者を対象とした総合的な福祉施策の実施に関する計画で

あり、介護保険事業計画は介護保険事業に係る保険給付及び地域支援事業の円滑な実施に関す

る計画です。 

老人福祉法第 20条の８の規定による老人福祉計画（高齢者保健福祉計画）と介護保険法第

117条第 1項の規定による介護保険事業計画は一体的に作成されなければならず、本市におい

ても高齢者総合計画として本計画を策定します。 

 

市町村老人福祉

計画 

老人福祉法第 20条の８ 

市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制

の確保に関する計画を定めるものとする。 

市町村介護保険

事業計画 

介護保険法第 117条第１項 

市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保

険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。 

 

 

２．他計画との整合 

本計画は、本市の最上位計画である「えべつ未来づくりビジョン＜第６次江別市総合計画＞」

でめざすまちづくりの基本理念やまちづくり政策を踏まえて策定します。 

また、「江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、江別市独自の「地域包括ケアシ

ステム」の構築と「江別版『生涯活躍のまち』構想」が記されていることから、これらの個別

計画等との整合を図るほか、福祉部門の基本計画として位置づけられる「江別市地域福祉計画」

との調和を図り、「障がい者支援・えべつ２１プラン」、「えべつ市民健康づくりプラン２１」、

「えべつ・安心子育てプラン」、など、福祉の個別計画と連携し、高齢者福祉の充実を推進する

ものです。 

さらに、北海道が策定する「北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」とも調和

したものとします。 

また、国の基本指針では「医療計画との整合性の確保」が謳われています。平成 30 年度以

降、市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画及び医療計画の作成・見直しの

サイクルが一致することになるため、医療計画に掲げる在宅医療の整備目標と介護保険事業支

援計画に掲げる介護の見込量との整合を図っていきます。 

  



 

北海道北海道北海道北海道                                
 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北
海

道
高

齢
者

保
健

福
祉

計
画

・
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
 

【【 【【
平
成

平
成

平
成

平
成

30303030～～ ～～

32323232年
度

年
度

年
度

年
度
】】 】】
    

北
海

道
医

療
計

画
 

【【 【【
平
成

平
成

平
成

平
成

30303030～～ ～～

35353535年
度

年
度

年
度

年
度
】】 】】
    

                                

           

           

 

（（（（

えべつ未来づくりビジョン＜第６次江別市総合計画＞

江別市まち・

ひと・しごと

創⽣総合戦略

江別版

「生涯活躍の

まち」構想

                                    

        

         

  

実
現

す
る

た
め

の
具

体
的

な
計

画
 

（（（（    個個個個    

えべつ未来づくりビジョン＜第６次江別市総合計画＞

江別市まち・

ひと・しごと

創⽣総合戦略

江別版 

「生涯活躍の

まち」構想 

整合 

調和 

【計画の位置づけ】

                        

 

    

    別別別別    計計計計    

【めざす１０年後の将来都市像】

みんなでつくる未来のまち

えべつ未来づくりビジョン＜第６次江別市総合計画＞

江別市まち・

ひと・しごと

創⽣総合戦略 

「生涯活躍の

 

3 

【まちづくりの基本理念】
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第３節 計画の期間 

 

本計画は、平成 30 年度を初年度とし、平成 32 年度を最終年度とする３か年計画です。介

護サービスの需要、基盤整備の進捗状況、介護保険財源の状況等を踏まえて、平成 32 年度に

見直しを行うものとします。さらに、平成 37（2025）年度を見据えた中長期的視点に立った

計画とします。 

介護保険事業計画は、概ね３年を通じ財政の均衡を保つものでなければならないとされる介

護保険料の算定の基礎となる介護給付等対象サービス及び地域支援事業の量の見込み等につい

て定めるものであることから、３年を１期として作成するものです。 

 

【計画の期間】 

年年年年    度度度度    

平成平成平成平成 30303030    

(2018)(2018)(2018)(2018)    

31313131    

(2019)(2019)(2019)(2019)    

32323232    

(2020)(2020)(2020)(2020)    

33333333    

(2021)(2021)(2021)(2021)    

33334444    

(2022)(2022)(2022)(2022)    

33335555    

(2023)(2023)(2023)(2023)    

36363636    

(2024)(2024)(2024)(2024)    

37373737    

(2025)(2025)(2025)(2025)    

第６次江別市総合計画 

【平成 26～35 年度】 

(仮称) 

第７次江別市総合計画 

【平成 36～45 年度】 

本計画期間 

第８期江別市高齢者保健福祉計画 

第７期江別市介護保険事業計画 

【平成 30～32 年度】 

    

中
長

期
的

な
視

点
（
団

塊
世

代
が

七

十
五

歳
に

達
す

る
時

期
）
 

  見直し 次期計画期間 

第９期江別市高齢者保健福祉計画 

第８期江別市介護保険事業計画 

【平成 33～35 年度】 

 

 

 

   

 

 見直し  

第７期 北海道高齢者保健福祉計画 

     介護保険事業支援計画 

【平成 30～32 年度】 

第８期 北海道高齢者保健福祉計画 

     介護保険事業支援計画 

【平成 33～35 年度】 

  

第７次北海道医療計画 

【平成 30～35 年度】 

（在宅医療等については、３年ごとに見直し） 

（仮称） 

第８次北海道医療計画 

【平成 36～41 年度】 
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第４節 計画の策定体制 

１．介護保険事業計画策定等委員会の開催 

本計画は、一般公募（市民代表）委員５名をはじめ、保健・医療・福祉に携わる関係者を含

む計 20 名の委員で構成する「江別市介護保険事業計画策定等委員会」を設置し策定しました。 

策定等委員会では、委員会内に組織したワーキング部会と評価部会にて、前計画の進捗評価

や本計画策定に向けての提案内容等を踏まえ、計画内容の議論を重ねてきました。 

 

２．アンケート調査の実施 

本計画の策定にあたり、平成 28年度に本市の高齢者等の生活実態や地域の実態等を把握す

ることを目的に、国が示す「日常生活圏域ニーズ調査」の調査項目を含め、次の８種類のアン

ケート調査を実施しました。 
 

【調査の概要】 

 調査期間：平成 29 年 1 月 27 日（金）～平成 29 年 2 月 10 日（金） 

 調査方法：郵送配布・郵送回収（ハガキによる勧奨を１回実施） 

調査対象 調査対象要件 発送数 回収数 回収率 

第１号 
被保険者 

介護保険第１号被保険者（６５歳以上） 

※要介護１～５の認定者は除く 
1,200 951 79.3％ 

第２号 
被保険者 

介護保険第２号被保険者（４０～６４歳） 

※要介護（支援）認定者は除く 
1,000 591 59.1％ 

居宅サービス 
利用者 

要支援・要介護認定を受けている居宅サービ

ス利用者 
2,000 1,314 65.7％ 

施設サービス 
利用者 

要介護認定を受けている施設サービス利用者 470 307 65.3％ 

サービス 
未利用者 

要支援・要介護認定を受けている介護保険被

保険者のうち、サービスを利用していない方 
600 400 66.7％ 

介護保険 
サービス事業所 

市内の介護保険サービス事業所 162 118 72.8％ 

高齢者向け 
住宅事業者 

市内で高齢者向け住宅などを運営している事

業者 
20 14 70.0％ 

ケアマネジャー 
市内の居宅介護支援事業所等に勤務するケア

マネジャー 
105 97 92.4％ 

合   計 5,557 3,792 68.2％ 

※詳しい調査結果は「江別市高齢者総合計画の策定に向けた実態調査報告書（平成 2９年３月）」をご参照ください。 
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３．パブリックコメントの実施 

本計画の内容は、広く市民に公表し、市民から意見や情報を求め、提出された意見等を考慮

して作成するため、パブリックコメント※の実施を予定しています。 

お寄せいただいたご意見と、それに対する江別市の考え方は資料編（P●）をご参照ください。 
 

【実施（予定）概要】 

募集期間：平成●年●月●日（●）～平成●年●月●日（●） 

募集方法：持参、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかで介護保険課へ提出 

公表場所：市役所、各公民館、各老人憩の家などの公共施設等や市のホームページ 

周知方法：広報えべつ、市のホームページにて掲載 
 

※パブリックコメントとは、市の重要な計画、方針等の案を広く市民に公表し、市民から意見及び情報（以下｢意見

等｣という。）を求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見等の内容及びこれに対する市の

考え方をあわせて公表する一連の手続きのことです。 

 

 

第５節 第６期計画の総括 

１．施策の取組と成果 

第 6 期計画では、在宅での生活意向が高いなか、住まいを中心とした医療や介護、生活支援

などの包括的な支援体制の構築に向け、「介護保険事業の推進」「地域包括ケアの推進」「介護予

防・日常生活支援総合事業の推進」「認知症高齢者とその家族への支援」の 4 つの施策を進めて

きました。これらの主な取組・成果は次のとおりです。 

（※詳細は「江別市高齢者総合計画に関する評価報告書」をご参照ください。） 

 

介
護

保
険

事
業

介
護

保
険

事
業

介
護

保
険

事
業

介
護

保
険

事
業

のの のの
推

進
推

進
推

進
推

進
    

■■■■居宅サービス居宅サービス居宅サービス居宅サービスの充実の充実の充実の充実    

可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、在宅での生活を支援するサー

ビスの提供を行っており、第 6 期計画期間において、（予防）通所介護が２施設、（予

防）訪問介護が５施設、（予防）訪問看護が３施設、新たに事業を開始しております。 

■■■■地域密着型サービスの充実地域密着型サービスの充実地域密着型サービスの充実地域密着型サービスの充実    

地域密着型サービスは、できる限り住み慣れた地域での生活が継続できるよう、江別

市の被保険者に限定されたサービスです。    

第 6 期計画における新たな施設整備として、平成 28年度に地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護（小規模特養）を１施設（定員 29 人）、平成 29 年度に認知症対

応型共同生活介護（グループホーム）を１施設（定員 18人）整備しております。 

■■■■施設サービスの充実施設サービスの充実施設サービスの充実施設サービスの充実    

市内には、介護老人福祉施設が４施設、介護老人保健施設が４施設、介護療養型医療

施設が１施設あります。 

介護老人福祉施設においては、慢性的に多くの待機者がおり、重度化の傾向にあるこ
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とから、平成 29 年度に介護老人福祉施設を１施設（定員 50 人）新たに整備しており

ます。 

■■■■施設・居住系サービスの基盤整備施設・居住系サービスの基盤整備施設・居住系サービスの基盤整備施設・居住系サービスの基盤整備    

第６期計画において設定した基盤整備を行い、介護保険事業の充実に努めました。 
 

整備施設 
整備 

年度 
整備前 整備数 整備後 

地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護 
Ｈ28 

1 施設 

29床 

1 施設 

29床 

2 施設 

58床 

認知症対応型共同生活介護 Ｈ29 
18施設 

306床 

1 施設 

18床 

19 施設 

324床 

介護老人福祉施設 Ｈ29 
4 施設 

330床 

1 施設 

50床 

5 施設 

380床 
 

■■■■制度を円滑に運営するための仕組み制度を円滑に運営するための仕組み制度を円滑に運営するための仕組み制度を円滑に運営するための仕組み    

ケアプラン点検をはじめとする介護給付適正化事業の推進や、出前講座等による介護

保険制度の普及啓発、国が推奨する介護サービス情報公表システムでの情報公表を推進

し、事業や介護保険制度の普及啓発に努めています。 

また、低所得者への配慮として、市独自の生活困窮に伴う保険料の減免制度を実施し

ているほか、国の制度として、施設利用時の食費・居住費（滞在費）の軽減や高額介護

サービス費の支給などを継続して実施しています。 

 

地
域

包
括

地
域

包
括

地
域

包
括

地
域

包
括

ケ
ア

の
ケ

ア
の

ケ
ア

の
ケ

ア
の

推
進

推
進

推
進

推
進

    

■■■■地域包括支援センターの運営地域包括支援センターの運営地域包括支援センターの運営地域包括支援センターの運営    

地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの中核拠点として、包括的かつ継続

的な支援を行う地域包括ケアの実現に向けて、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門

員が協働して、各種事業（総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネ

ジメント支援業務、介護予防ケアマネジメント業務等）を実施しています。 

■■■■地域包括支援センターの認知度（調査結果より）地域包括支援センターの認知度（調査結果より）地域包括支援センターの認知度（調査結果より）地域包括支援センターの認知度（調査結果より）    

地域包括支援センターの認知度を聞いたところ、「知っている」は、第１号被保険者

の場合では 44.5％、第２号被保険者の場合では 36.2％となっており、第１号被保険者

のほうが 8.3ポイント高くなっています。 

■■■■地域ケア会議の充実地域ケア会議の充実地域ケア会議の充実地域ケア会議の充実    

地域の民生委員、自治会役員や他機関の専門職による高齢者の支援方策や地域の課題

を検討する会議を実施するとともに、要支援者の自立に向けたケアプランに関し多職種

が意見交換を行う会議を実施しています。 
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地地地地
域域域域
包包包包
括括括括
ケケケケ
アアアア
のののの
推推推推
進進進進    

■■■■多様な生活支援の充実多様な生活支援の充実多様な生活支援の充実多様な生活支援の充実    

安否確認を兼ねた在宅高齢者等給食サービスや緊急通報システム設置、公道除雪後の

置き雪を除雪する福祉除雪サービスなどの生活支援サービスの提供を実施したほか、生

活支援体制整備協議体を設置し生活支援体制の整備に向けた議論を重ねるとともに、生

活支援コーディネーターを配置するなど、多様な社会資源による生活支援の体制を整備

する取組を進めています。 

■■■■住環境整備とバリア住環境整備とバリア住環境整備とバリア住環境整備とバリアフリーの推進フリーの推進フリーの推進フリーの推進    

住環境整備として、第 6 期計画に基づき介護保険施設及び居住系サービスの整備を

行ったほか、バリアフリー設備を備えた市営住宅の整備、高齢者等に配慮した道路・公

園の再整備など、バリアフリーの推進を実施しています。 

また、高齢者クラブや自治会との連携により、高齢者交通安全教室を開催し、夜光反

射材の配布を実施しているほか、在宅で生活している方で要介護認定結果が要介護３以

上となった方に、避難行動要支援者制度の案内を送付し、制度の普及を図っています。 

■■■■生きがい・社会参加と協働のまちづくり生きがい・社会参加と協働のまちづくり生きがい・社会参加と協働のまちづくり生きがい・社会参加と協働のまちづくり    

高齢者クラブ等の活動に対する支援のほか、高齢者クラブ連合会や社会福祉協議会、

シルバー人材センター等と協力し、シルバーウィーク各種事業やふれあい入浴デー事業

を実施し、また、老人憩の家での地域交流を通して高齢者の外出機会の増加による社会

的孤立感の解消と社会参加の促進を図っています。 

■■■■在宅医療と介護の連携在宅医療と介護の連携在宅医療と介護の連携在宅医療と介護の連携    

医療介護連携推進協議会にて在宅医療・介護連携を進めるための手段の検討を重ね、

介護保険サービス事業所等と医療機関の連携を促進する情報共有ツールの検討や、多職

種研修会等の取組を進めています。 
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■■■■介護予防の推進介護予防の推進介護予防の推進介護予防の推進    

介護予防把握事業では、要介護状態等になるリスクが高い高齢者の把握を進め、通所

型事業への勧奨を行っています。 

介護予防事業では、介護予防のポイントや自宅で取り組むことができる体操などを紹

介する介護予防講座を開始するとともに、自治会や高齢者クラブ等の団体の要望に応じ

て地域の集会所等に出向く介護予防出前講話を行っています。 

また、こうした介護予防事業の参加者の中から、自分自身が介護予防に積極的に取り

組むとともに、周囲の高齢者の取り組みを補助する介護予防サポーターを育成し、地域

での活動を支援しています。 

■■■■生活支援サービスの推進生活支援サービスの推進生活支援サービスの推進生活支援サービスの推進    

従来からの在宅高齢者等給食サービス事業や緊急通報システム設置事業を実施してい

るほか、新たに民間事業者と見守り協定を締結し、高齢者の在宅生活の安心確保を図っ

ています。また、介護予防・日常生活支援総合事業に係る新たな訪問型サービスや通所

型サービスの構築と導入に向けて、多様な社会資源と連携を図りながら検討を重ね、江

別市ならではの生活支援サービスの推進に向けた取組を進めています。 
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■■■■認知症高齢者の早期発認知症高齢者の早期発認知症高齢者の早期発認知症高齢者の早期発見・早期対応と支援見・早期対応と支援見・早期対応と支援見・早期対応と支援    

地域の様々な関係機関が連携して認知症の人やその家族を支える環境を整備するた

め、関係機関等のネットワークづくりを担う認知症地域支援推進員を配置したほか、認

知症高齢者をできるだけ早期に適切な医療・介護サービスにつなげる認知症初期集中支

援チームについての検討を進めています。 

■■■■認知症理解の普及・啓発認知症理解の普及・啓発認知症理解の普及・啓発認知症理解の普及・啓発    

地域の集会所等に出向いて行う出前講話の実施により、認知症に対する適切な理解の

普及・啓発に努めるとともに、小学生から高齢者まで、様々な世代を対象にした認知症

サポーター養成講座を開催し、認知症理解者の育成を図っています。 

また、認知症地域支援推進員と地域包括支援センターが中心となって「認知症あんし

んガイド（江別市認知症ケアパス）」を作成するなど、認知症理解の普及・啓発に取り

組んでいます。 
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２．今後の課題 

次期計画に向けて、現計画の評価からみえた課題を以下のとおり整理しました。継続的な課

題としては、在宅生活の継続に向けたサービス基盤や要介護状態等の維持・改善、重度者を支

える家族等介護者への対応が必要です。（「江別市高齢者総合計画に関する評価報告書」参照） 

 

■■■■全体を通じての課題全体を通じての課題全体を通じての課題全体を通じての課題    

○高齢化の進展により、一人暮らし高齢者や高齢夫婦のみ世帯の割合が多くなることが見込

まれるなか、アンケート調査では、今後の生活意向として、在宅での継続生活の意向が高

い結果となっていることから、在宅生活を継続するためのサービスの総量を増やすなどの

取組が必要です。 

○要介護状態等の変化では、前回調査に比べて現状維持率は減少したものの、要支援２から

要支援１への改善率は 13.1％で最も高い改善を示しており、全体の改善率も 8.6％と前

回に比べて高くなっており、第７期においても要介護状態等の維持・改善への取組が重要

になります。 

○サービス利用率はほぼ横ばいの状態で、約４人に１人の割合でサービスを利用していない

状況となっています。調査結果から、申請理由では、介護度が高くなると、施設入所や病

院退院後の利用が増加傾向になることから、重度者に対するサービス基盤の整備やそれを

支える家族等介護者への対応が必要です。 

 

■介護保険事業の推進課題■介護保険事業の推進課題■介護保険事業の推進課題■介護保険事業の推進課題    

○サービスの利用満足度は高い割合で推移しており、利用者の状況に応じた切れ目のない多

様なサービスが適切に提供されるよう、サービスの資質向上に向けた各種取組が重要にな

ります。 

○サービスの利用状況では、訪問看護や訪問リハビリなどの医療系サービスの利用が増加し

ており、要介護状態が重度化した場合でも、安心して在宅生活を送ることができるよう、

地域包括ケアの推進に向け、医療系サービス基盤の充実が重要となります。 

○制度の円滑な運営に向け、複雑化する介護保険制度の普及啓発を推進するほか、介護を必

要とする人に対し、真に必要とする過不足ない介護サービスの提供が行われるよう、ケア

プラン点検などの介護給付適正化事業の推進がより一層重要となります。 

 

■地域包括ケアの推進課題■地域包括ケアの推進課題■地域包括ケアの推進課題■地域包括ケアの推進課題    

○調査結果から、地域包括支援センターの認知度は第１号被保険者、第 2号被保険者とも

前回調査より高くなっています。今後はさらに、利用の利便性を高めるとともに、家族等

介護者に対する相談拠点としても浸透していけるよう、地域包括支援センターの広報や

PRを進めていくことが必要です。 

○地域ケア会議は、地域包括支援センターが主体となって専門職や地域住民等が参加し、複

雑な課題を抱えた高齢者等の支援策の検討の場として開催回数も増えてきています。今後

は、高齢者が望む自立した暮らしの実現を支援する自立支援型の地域ケア会議や、個別事

例の検討の積み重ねから抽出された地域課題の解決に向けた地域ケア会議など、会議の充
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実を図っていく必要があります。 

○高齢者の生活を支える見守りや家事援助などの支援の創出に取り組む生活支援コーディ

ネーターを地域包括支援センターに配置するなど、生活支援の体制整備に取り組んでいま

すが、具体的な推進にあたっては、高齢者のみならず障がいのある方など地域の全ての

人々が地域・暮らし・生きがいを共に創り、高め合うことの視点が必要です。今後は、地

域住民やボランティア団体、民間事業者等の様々な主体を巻き込み、地域の全ての人々が

生きがいと役割を持って支え合いや助け合いに参加することができる体制を整備すること

が求められています。 

○高齢者人口の増加、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加、認知症高齢者の増加な

どによる住環境の整備については、福祉と住宅施策のより一層の連携が重要になってきま

す。今後は、様々なスタイルの高齢者の生活ニーズを把握しつつ、高齢者が地域で安心し

て暮らせる住まいの整備に向けた施策を進めていく必要があります。 

○医療と介護を必要とする高齢者が適切な支援を受けるには、医療機関と介護事業所の連携

が不可欠ですが、ケアマネジャーに対するアンケート調査の結果では、医療機関と介護事

業所の連携が十分にとれていないという回答が 46.8%となっています。 

高齢者に対して適切な医療や介護サービスを提供するため、医療機関と介護事業所の情報

共有ツールの検討や、医療職と介護職が同時に参加する研修会の開催など、医療と介護の

連携強化に向けた様々な取組が求められます。 

 

■介護予防・日常生活支援総合事業の推進課題■介護予防・日常生活支援総合事業の推進課題■介護予防・日常生活支援総合事業の推進課題■介護予防・日常生活支援総合事業の推進課題    

○要支援者に対する訪問介護、通所介護が地域支援事業に移行する介護予防・日常生活支援

総合事業が開始され、江別市独自のサービス区分の創設など、個々の利用者の事情に応じ

たサービス体系の整備が進められています。今後は、高齢者の自立支援・重度化防止をよ

り重視した更なる取組が求められています。 

○高齢者が介護を必要とせずにいきいきと暮らし続けるためには、介護予防に対する正しい

知識を持ち、高齢者自身が主体的に取り組むことが重要であることから、誰もが参加し、

また継続できる介護予防の活動が求められています。 

○高齢者が地域で安心して暮らすためには、介護事業所が主体となって提供する訪問介護や

通所介護などの介護保険サービスだけではなく、地域住民やボランティア団体などによる

見守りや支援、商店や企業などが提供する有料のサービスなど様々な支援が必要であり、

総合的な生活支援サービス基盤の推進が求められています。 

 

■認知症高齢者とその家族への支援課題■認知症高齢者とその家族への支援課題■認知症高齢者とその家族への支援課題■認知症高齢者とその家族への支援課題    

○国の統計によると、今後も認知症高齢者は増加する見込みであり、当市においても同様に

増加傾向にあります。認知症の人への支援及びその家族の負担軽減には、できるだけ早期

に適切な医療・介護に結びつけることが有効であることから、早期発見・早期対応につな

げる体制の整備が求められます。 

○認知症は、その種類や状態によって症状が異なるとともに、病状の進行に伴い介護の必要

性も高まってきます。認知症の人の生活を支えるためには、医療機関と介護事業所の密接

な連携、状態に応じた適切なサービスの提供、そして家族等介護者への多様な支援の検討
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など、様々な取組を進める必要があります。 

○認知症の人及びその家族が地域で安心して暮らすには、医療機関や介護事業所だけではな

く、認知症の人とその家族を地域全体で支える体制が必要です。認知症施策をより一層推

進していくために、認知症サポーター養成講座の開催や「認知症あんしんガイド（江別市

認知症ケアパス）」の活用等による認知症の正しい理解の普及・啓発や、認知症地域支援

推進員による関係機関や地域住民のネットワークづくりに取り組む必要があります。 

 

第６節 介護保険法等の一部改正への対応 

平成 29 年 5 月 26 日に成立した「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一

部を改正する法律」では、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現

を図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要

なサービスが提供されるようにすることを目的としています。 

本市においても、法改正に沿った各種施策を進めていくこととします。 

【【【【地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイント】地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイント】地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイント】地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイント】    

■地域包括ケアシステムの深化・推進■地域包括ケアシステムの深化・推進■地域包括ケアシステムの深化・推進■地域包括ケアシステムの深化・推進    

○自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進○自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進○自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進○自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進（介護保険法）（介護保険法）（介護保険法）（介護保険法）    

 全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化 

 ・国から提供されたデータを分析の上、介護保険事業計画を策定。計画に介護予防・重度

化防止等の取組内容と目標を記載。 

 ・都道府県による市町村に対する支援事業の創設  

 ・財政的インセンティブの付与の規定の整備 

○医療・介護の連携の推進○医療・介護の連携の推進○医療・介護の連携の推進○医療・介護の連携の推進等等等等（介護保険法、医療法）（介護保険法、医療法）（介護保険法、医療法）（介護保険法、医療法）    

 「日常的な医療管理」や「看取り・ターミナルケア」等の機能と、「生活施設」としての

機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設（介護医療院）を創設 

 医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支

援の規定を整備 

○地域共生社会の実現に向けた取組の推進等○地域共生社会の実現に向けた取組の推進等○地域共生社会の実現に向けた取組の推進等○地域共生社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援

法、児童福祉法）法、児童福祉法）法、児童福祉法）法、児童福祉法）    

 市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制づくり、福祉分野の共通事

項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化 

 高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制

度に新たに共生型サービスを位置付ける 

■介護保険制度の持続可能性の確保■介護保険制度の持続可能性の確保■介護保険制度の持続可能性の確保■介護保険制度の持続可能性の確保    

○２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする○２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする○２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする○２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。（介護保険法）。（介護保険法）。（介護保険法）。（介護保険法）    

 世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、特に所得の

高い層の負担割合を３割とする。ただし、月額 44,400円の負担の上限あり    

○介護納付金への総報酬割の導入○介護納付金への総報酬割の導入○介護納付金への総報酬割の導入○介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法）（介護保険法）（介護保険法）（介護保険法）    

 各医療保険者が納付する介護給付金（40～64 歳の保険料）について、被用者保険間で

は「総報酬割」（報酬額に比例した負担）とする 
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第２章 江別市の現状把握 

第１節 高齢者等の状況 

１．高齢者等の動向 

（１）人口の推移 

住民基本台帳人口によれば、平成29年10月１日現在、65歳以上（高齢者人口）の方は

34,645人で、高齢化率29.1％となっています。平成2４年同月に比べて、総人口が2.0％減と

なっているなか、高齢者人口は19.7％増となっており、高齢者人口の増加が際立っています。 

一方で、15～64歳（生産年齢人口）の方は年々減少傾向にあり、一人の高齢者に対する支

え手の不足が懸念されます。 

【人口の動向】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：人、%) 

 平成 24 年度 

(2012) 

25 年度 

(2013) 

26 年度 

(2014) 

27 年度 

(2015) 

28 年度 

(2016) 

29 年度 

(2017) 

総人口 121,385 120,802 120,335 119,587 119,250 118,979 

０～14 歳 14,418 14,142 13,899 13,666 13,519 13,384 

15～64 歳 78,018 76,420 74,918 73,281 72,056 70,950 

65 歳以上人口 28,949 30,240 31,518 32,640 33,675 34,645 

 65～74 歳 14,791 15,594 16,484 17,154 17,603 18,045 

 75 歳以上 14,158 14,646 15,034 15,486 16,072 16,600 

高齢化率 23.8 25.0 26.2 27.3 28.2 29.1 

 前期高齢者比率 12.2 12.9 13.7 14.3 14.8 15.2 

 後期高齢者比率 11.7 12.1 12.5 12.9 13.5 14.0 

40～64 歳 44,797 44,240 43,731 43,164 42,669 42,113 

※住民基本台帳人口（各年度 10 月 1 日時点） 

※高齢化率は四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。  
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（２）要介護・要支援認定者数の推移 

介護保険事業状況報告によれば、平成29年９月末現在の認定者数6,579人のうち、第１号被

保険者（65歳以上）の認定者数は6,450人であり、65歳以上人口に占める認定者割合は

18.6％となっております。また、第2号被保険者（40～64歳）を含む認定者数を介護度別で

みると、要支援１が1,209人、要支援２が1,205人、要支援者の合計で2,414人となっており、

認定者全体の約37％を占めています。 

 

【認定者数の動向】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：人、%) 

 平成 24 年度 

(2012) 

25 年度 

(2013) 

26 年度 

(2014) 

27 年度 

(2015) 

28 年度 

(2016) 

29 年度 

(2017) 

認定者（計） 5,379 5,783 6,043 6,244 6,487 6,579 

 要支援１ 792 974 1,045 1,109 1,145 1,209 

要支援２ 950 981 1,051 1,138 1,181 1,205 

要介護１ 1,003 1,090 1,135 1,077 1,160 1,159 

要介護２ 1,017 1,009 998 1,080 1,125 1,147 

要介護３ 600 664 712 748 728 765 

要介護４ 489 504 535 545 588 561 

要介護５ 528 561 567 547 560 533 

        

 第1号被保険者 5,221 5,632 5,902 6,105 6,348 6,450 

第2号被保険者 158 151 141 139 139 129 

       

65 歳以上認定者割合 18.0 18.6 18.7 18.7 18.9 18.6 

65 歳以上人口 28,949 30,240 31,518 32,640 33,675 34,645 

※認定者割合＝認定者（第 1 号被保険者）／65 歳以上人口 

※介護保険事業状況報告（各年度 9 月報告値） 
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（３）介護サービス等利用者の動向 

介護保険事業状況報告によれば、平成29年９月末現在の介護サービス利用者数は4,966人で

あり、その内訳は居宅サービスが3,148人、施設・居住系サービスが1,537人、また平成29年

度から新たに開始された介護予防・生活支援サービスの利用者が281人となっています。 

介護サービス等利用率は横ばい傾向が続いている一方、サービス未利用者数は年々増加傾向

にあります。 

サービス未利用者の状況について、アンケート調査結果によれば、申請理由は「すぐには使

わないが、将来的に介護サービスを利用したい」「何かあったとき困らないように、今のうち認

定を受けておきたい」との回答が上位を占めています。また介護サービスを利用していない理

由としては「認定はされたが、まだ自分で何とかできるため」が70.5％で最多となっています。 

【介護サービス等利用者の動向】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：人、%) 

 

 

平成 24 年度 

(2012) 

25 年度 

(2013) 

26 年度 

(2014) 

27 年度 

(2015) 

28 年度 

(2016) 

29 年度 

(2017) 

介護サービス等利用者 4,286 4,456 4,680 4,700 4,898 4,966 

 

居宅サービス 3,050 3,233 3,396 3,225 3,384 3,148 

施設・居住系サービス 1,236 1,223 1,284 1,475 1,514 1,537 

 介護予防・生活支援ｻｰﾋﾞｽ      281 

介護サービス未利用者 1,093 1,327 1,363 1,544 1,589 1,613 
       

介護サービス等利用率 79.7 77.1 77.4 75.3 75.5 75.5 

 居宅サービス 56.7 55.9 56.2 51.6 52.2 47.8 

施設・居住系サービス 23.0 21.1 21.2 23.6 23.3 23.4 

介護予防・生活支援ｻｰﾋﾞｽ      4.3 
        

認定者数(２号含む) 5,379 5,783 6,043 6,244 6,487 6,579 
 
※施設・居住系サービス＝介護老人福祉施設＋介護老人保健施設＋介護療養型医療施設＋特定施設入居者生活介護＋認

知症対応型共同生活介護＋地域密着型特定施設入居者生活介護＋地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の合計 
※サービス利用率（計）＝サービス利用者数／認定者数（2 号含む） 
※サービス利用率（計）は四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。 
※介護保険事業状況報告（各年度 9 月報告値） 
※介護予防・生活支援サービス利用者数は、新総合事業の開始に伴い、居宅サービス利用者から移行された人数となります。 
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（４）アンケート調査結果から見られる高齢者像 

高齢者総合計画の策定に向けた実態調査より、江別市の高齢者の主な状況をいくつか抽出し

て整理しました。性別や年代、地区による違いも見られました。 

 

家族構成 
「一人暮らし」の割合は 15.5％ 

 女性 75 歳以上が 26.3％で最も高い 

住まい 「持家（一戸建て）」の割合が最も高く、地区では江別地区が多い 

介護・介助の状況 
「何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない」は一人暮ら

しが 17.1％で最も高い 

今後の生活意向 9 割以上の方が在宅生活を希望 

リスク割合 
認知機能の低下、転倒、咀嚼（そしゃく）機能の低下の順でリスク該

当者割合が多い 

地域づくりへの「参加

者」としての参加意向 
「参加してもよい」が 52.6％で最も高く、地区では大麻地区が多い 

健康状態 男女とも前期高齢者の 8割以上が《よい》と回答 

現在治療中、または後

遺症のある病気 

男女・年代問わず「高血圧」が最も高く、２番目に高いものは違いが

見られ、男性・前期では「糖尿病」、男性・後期では「腎臓・前立腺の

病気」、女性の前期・後期では「目の病気」が高い 

 

【家族構成（性・年代別/地区別）】 

（単位：％） 

    

 
調

査
数

（
件

）
 

一
人

暮
ら

し
 

夫
婦

二
人

暮
ら

し
（
配

偶
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６
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以
上

）
 

夫
婦

二
人

暮
ら

し
（
配

偶

者
６

４
歳

以
下

）
 

息
子

・
娘

と
の

二
世

帯
 

そ
の

他
 

全  体 933 15.5 46.8 6.8 25.7 5.1 

性
・
年

代
 

男性 65～74歳 241 11.6 48.1 16.6 17.4 6.2 

男性 75歳以上 182 7.7 62.6 3.8 20.9 4.9 

女性 65～74歳 269 14.9 47.2 5.2 29.0 3.7 

女性 75歳以上 228 26.3 32.5 0.0 35.5 5.7 

地
区

 

江別地区 333 14.1 43.5 6.3 29.4 6.6 

野幌地区 340 16.5 46.2 7.4 25.3 4.7 

大麻地区 258 16.3 51.6 6.6 21.7 3.9 

 

（出典：平成28年度 高齢者総合計画の策定に向けた実態調査 第1号被保険者調査）  
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【住まいの形態（家族構成別/地区別）】 

（単位：％） 
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そ
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全  体 943 77.7 8.2 6.5 1.8 4.2 0.0 0.3 1.3 

家
族

構
成

 

一人暮らし 143 57.3 11.2 12.6 1.4 14.7 0.0 2.1 0.7 

夫婦のみ 497 79.3 9.5 6.6 1.6 2.6 0.0 0.0 0.4 

その他同居 286 85.0 4.5 3.5 2.1 2.1 0.0 0.0 2.8 

地
区

 

江別地区 337 84.0 4.5 3.6 2.7 3.3 0.0 0.3 1.8 

野幌地区 342 76.0 12.3 1.8 2.0 6.1 0.0 0.6 1.2 

大麻地区 262 71.8 7.6 16.4 0.4 3.1 0.0 0.0 0.8 

 

（出典：平成28年度 高齢者総合計画の策定に向けた実態調査 第1号被保険者調査） 

 

 

【介護・介助の状況（家族構成別）】 

（単位：％） 
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家
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一人暮らし 140 78.6 17.1 4.3 

夫婦のみ 496 88.7 8.1 3.2 

その他同居 284 84.2 8.5 7.4 

 

（出典：平成28年度 高齢者総合計画の策定に向けた実態調査 第1号被保険者調査） 
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【今後の生活意向】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成28年度 高齢者総合計画の策定に向けた実態調査 第1号被保険者調査） 

 

 

【リスク該当者割合（一覧）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成28年度 高齢者総合計画の策定に向けた実態調査 第1号被保険者調査） 
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【地域づくりへの「参加者」としての参加意向 

（性・年代別/地区別/要介護度別）】 

（単位：％） 
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全  体 931 8.9 52.6 38.5 

性
・
年

代
 

男性 65～74歳 241 8.7 53.1 38.2 

男性 75歳以上 181 8.8 55.8 35.4 

女性 65～74歳 272 9.2 54.0 36.8 

女性 75歳以上 225 8.9 48.0 43.1 

地
区

 

江別地区 330 9.4 49.1 41.5 

野幌地区 344 10.5 50.9 38.7 

大麻地区 255 6.3 59.6 34.1 

介
護

度
 

非認定 836 9.8 54.3 35.9 

要支援１・２ 65 1.5 41.5 56.9 

 

（出典：平成28年度 高齢者総合計画の策定に向けた実態調査 第1号被保険者調査） 

 

 

【健康状態（性・年代別/要介護度別）】 

（単位：％） 
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全  体 942 9.6  66.7  20.4  3.4   76.3 23.8 

性
・
年

代
 

男性 65～74歳 244 13.1  68.0  15.6  3.3   81.1 18.9 

男性 75歳以上 184 10.3  53.3  30.4  6.0   63.6 36.4 

女性 65～74歳 272 7.7  73.9  16.5  1.8   81.6 18.3 

女性 75歳以上 230 7.8  67.4  22.2  2.6   75.2 24.8 

介
護

度
 

非認定 844 10.1  70.3  16.9  2.7   80.4 19.6 

要支援１・２ 68 2.9  36.8  50.0  10.3   39.7 60.3 

 

（出典：平成28年度 高齢者総合計画の策定に向けた実態調査 第1号被保険者調査） 
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【現在治療中、または後遺症のある病気（性・年代別/要介護度別）】（複数回答） 

（単位：％） 

    

調
査

数
（
件

）
 

高
血

圧
 

目
の

病
気

 

糖
尿

病
 

心
臓

病
 

高
脂

血
症

（
脂

質
異

常
）
 

筋
骨

格
の

病
気

（
骨

粗
し

ょ
う

症
、

関
節

症
等

）
 

腎
臓

・
前

立
腺

の
病

気
 

胃
腸

・
肝

臓
・
胆

の
う

の
病

気
 

耳
の

病
気

 

全  体 908 44.9 24.1 15.4 14.9 11.7 11.7 10.2 9.0 8.8 

性
・
年

代
 

男性 65～74歳 239 41.0  17.2  19.2  17.6  12.6  4.2  15.1  8.4  8.8  

男性 75歳以上 179 50.3  22.9  16.2  25.1  5.6  6.7  26.8  9.5  9.5  

女性 65～74歳 260 38.1  23.5  13.5  6.2  15.8  13.5  1.2  8.1  6.5  

女性 75歳以上 218 53.2  32.6  12.4  13.3  10.6  21.6  1.4  9.6  10.6  

介
護

度
 

非認定 812 44.8  23.3  14.7  13.5  12.1  10.3  10.0  9.0  8.7  

要支援１・２ 66 56.1  37.9  22.7  28.8  10.6  24.2  16.7  10.6  9.1  

 

    
脳

卒
中

（
脳

出
血

･ 
脳

梗
塞

等
）
 

呼
吸

器
の

病
気

（
肺

炎
や

気
管

支
炎

等
）
 

が
ん

（
新

生
物

）
 

外
傷

（
転

倒
・
骨

折
等

）
 

う
つ

病
 

血
液

・
免

疫
の

病
気

 

認
知

症
（
ア

ル
ツ

ハ
イ

マ
ー

病
等

）
 

パ
ー

キ
ン

ソ
ン

病
 

そ
の

他
 

な
い

 

全  体 6.5 6.3 5.9 3.7 2.6 1.8 0.6 0.1 8.6 16.2 

性
・
年

代
 

男性 65～74歳 6.3  5.0  6.3  1.7  0.8  0.4  0.0 0.0 20.5  6.3  

男性 75歳以上 13.4  12.8  7.3  1.7  1.7  1.7  1.1  0.0 11.2  7.8  

女性 65～74歳 3.8  3.8  4.6  2.7  5.0  2.3  0.0 0.4  21.2  11.2  

女性 75歳以上 4.1  5.0  5.5  8.3  2.3  2.8  1.4  0.0 10.1  8.7  

介
護

度
 

非認定 5.2  5.8  6.0  2.8  2.5  1.7  0.2  0.0 16.9  9.0  

要支援１・２ 21.2  13.6  7.6  12.1  4.5  3.0  0.0 1.5  3.0  7.6  

 

（出典：平成28年度 高齢者総合計画の策定に向けた実態調査 第1号被保険者調査） 
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第３章 計画の基本的な考え方 

第１節 目指すべき地域の将来像 

１．平成 37（2025）年の将来像 

（１）人口の将来見込み 

本市の人口の将来見込みでは、平成32年度の高齢者人口は36,708人、高齢化率は31.4％と

なり、平成34年度には後期高齢者数が前期高齢者数を上回る見通しとなっております。 

また、いわゆる「団塊の世代」が75歳以上となる平成37（2025）年度の高齢者人口は

38,495人となり、その後も増加を続け、平成42（2030）年度には39,425人で高齢者人口

のピークを迎え、その後は減少に転じますが、高齢化率は上昇する見通しです。 

【人口の将来見込み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(単位：人、%) 

 平成 30 年度 

(2018) 

平成 31 年度 

(2019) 

平成 32 年度 

(2020) 

平成 37 年度 

(2025) 

総人口 118,407 117,776 117,086 112,938 

０～14 歳 13,216 13,082 13,005 12,309 

15～64 歳 69,812 68,629 67,373 62,134 

65 歳以上人口 35,379 36,065 36,708 38,495 

 65～74 歳 18,233 18,449 18,840 17,239 

75 歳以上 17,146 17,616 17,868 21,256 

高齢化率 29.9% 30.6% 31.4% 34.1% 

 前期高齢者比率 15.4% 15.7% 16.1% 15.3% 

後期高齢者比率 14.5% 15.0% 15.3% 18.8% 

    

40～64 歳 41,574 40,969 40,389 38,051 

 

13,216 13,082 13,005 12,309

69,812 68,629 67,373
62,134

18,233 18,449 18,840
17,239

17,146 17,616 17,868
21,256
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34.1%
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35.0%

40.0%
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40,000人
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160,000人

平成

30年度
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平成

31年度

(2019)

平成

32年度
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平成

37年度

(2025)

75歳以上

65～74歳

15～64歳

０～14歳

高齢化率

※高齢化率は四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。 

※過去の住民基本台帳人口の推移をもとにコーホート変化率法（用語説明を参照）にて推計 

 

高齢化率 
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（２）要介護・要支援認定者数の将来見込み 

国の「見える化」システムによる将来推計を用いて、過去の本市の認定者割合の伸びをもと

に、将来の認定者数を推計した結果、平成 32 年度で 7,482 人、平成 37（2025）年度には

8,879 人の認定者数が見込まれます。 

【認定者数の将来見込み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：人、%) 

 平成 

30 年度 

(2018) 

平成 

31 年度 

(2019) 

平成 

32 年度 

(2020) 

平成 

37 年度 

(2025) 

認定者（計） 6,867 7,163 7,482 8,879 

  要支援１ 1,258 1,308 1,350 1,647 

  要支援２ 1,203 1,204 1,212 1,438 

  要介護１ 1,222 1,289 1,356 1,609 

  要介護２ 1,205 1,264 1,329 1,559 

  要介護３ 824 885 955 1,138 

  要介護４ 587 615 649 753 

  要介護５ 568 598 631 735 

      

 

要支援１・２ 2,461 2,512 2,562 3,085 

要介護１・２ 2,427 2,553 2,685 3,168 

要介護３以上 1,979 2,098 2,235 2,626 

      

 第 1 号被保険者 6,755 7,059 7,376 8,774 

第 2 号被保険者 112 104 106 105 

      

65 歳以上認定者割合 19.1% 19.6% 20.1% 22.8% 

65 歳以上人口 35,379 36,065 36,708 38,495 

※国の「見える化」システムによる将来推計（各年度 9 月末時点）     

568 598 631 735 
587 615 649 753 
824 885 955 
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（３）介護サービス等利用者の将来見込み 

要介護・要支援認定者の将来推計結果をもとに、今後の介護サービス提供基盤の整備や介護

サービス別の利用者割合の伸びを考慮し、介護サービス等利用者数を推計した結果、平成32年

度で5,761人、平成37（2025）年度には7,325人のサービス等利用者数が見込まれます。 

 

【介護サービス等利用者の月あたり将来見込み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：人、%) 

 平成 

30 年度 

(2018) 

平成 

31 年度 

(2019) 

平成 

32 年度 

(2020) 

平成 

37 年度 

(2025) 

介護サービス等利用者(計) 5,183 5,408 5,761 7,325 

 居宅サービス 2,996 3,171 3,389 4,173 

 施設・居住系サービス 1,608 1,637 1,754 2,350 

 介護予防・生活支援ｻｰﾋﾞｽ 579 600 618 802 

介護サービス未利用者 1,684 1,755 1,721 1,554 

      

介護サービス等利用率 75.5 75.5 77.0 82.5 

 居宅サービス 43.6 44.3 45.3 47.0 

 施設・居住系サービス 23.4 22.9 23.4 26.5 

 介護予防・生活支援ｻｰﾋﾞｽ 8.4 8.4 8.3 9.0 

      
認定者数（2 号含む） 6,867 7,163 7,482 8,879 

 

※国の「見える化」システムによる将来推計と介護サービス等利用率の実績をもとに推計。 

※施設・居住系サービス＝介護老人福祉施設＋介護老人保健施設＋介護療養型医療施設＋介護医療院＋特定施設入居者

生活介護＋認知症対応型共同生活介護＋地域密着型特定施設入居者生活介護＋地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の合計 

※サービス利用率（計）＝サービス利用者数／認定者数（2 号含む） 

※サービス利用率は四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。 

※介護予防・生活支援サービス利用者数は、新総合事業の開始に伴い、居宅サービス利用者から移行された人数となります。 
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２．基本理念・基本目標 

（１）基本理念 

前計画では、「江別市に住むすべての高齢者が、自分の意思で、自分が望む生活を送ることが

できるよう、地域全体で認め合い、支えあうまちづくり」を目指し、計画を推進してきました。

基本理念とは普遍的な考えであり、計画の根本をなすものです。そのため、本計画においても

以下の基本理念を承継していくものとします。この理念には、共生社会の実現、主体的活動、

市民協働、個人の尊厳と自己選択といった福祉全般のゆるぎない精神が凝縮された形となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

江別市に住むすべての高齢者が江別市に住むすべての高齢者が江別市に住むすべての高齢者が江別市に住むすべての高齢者が    

自分の意思で、自分が望む生活を送ることができるよう自分の意思で、自分が望む生活を送ることができるよう自分の意思で、自分が望む生活を送ることができるよう自分の意思で、自分が望む生活を送ることができるよう    

地域全体で認め合い、支えあうまちづくりを目指す地域全体で認め合い、支えあうまちづくりを目指す地域全体で認め合い、支えあうまちづくりを目指す地域全体で認め合い、支えあうまちづくりを目指す    
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（２）基本目標 

基本理念を達成するための具体的な柱として、次の３つの基本目標を設定します。 

 

基本目標１ 住み慣れた地域で、人生の最期まで暮らしていける体制づくり住み慣れた地域で、人生の最期まで暮らしていける体制づくり住み慣れた地域で、人生の最期まで暮らしていける体制づくり住み慣れた地域で、人生の最期まで暮らしていける体制づくり    

市の「データヘルス計画（平成２８年）」によると、平均寿命は、男性 80.4 歳、女性 86.9

歳となっており、国（男性：79.6 歳、女性：86.4 歳）や北海道（男性：79.2 歳、女性：

86.3 歳）に比べて高くなっています。 

要介護状態になっても、住み慣れた地域で、自分の意思で最期まで在宅生活を続けられるよ

う、24 時間 365 日の支援体制や医療と介護の連携強化など、日常生活圏域での包括的・一

体的な支援体制づくりを進めます。 

 

 

基本目標２ 
社会参加・自己実現を通して、健康でいきいきと暮らしていける環境社会参加・自己実現を通して、健康でいきいきと暮らしていける環境社会参加・自己実現を通して、健康でいきいきと暮らしていける環境社会参加・自己実現を通して、健康でいきいきと暮らしていける環境    

づくりづくりづくりづくり    

市の「高齢者総合計画の策定に向けた実態調査（平成 2９年）」によると、地域住民の有志

によるグループ活動への参加状況と主観的健康感を集計したところ、参加意向が高い人は自身

の健康感が良いと感じている人が高くなっています。 

主体的な活動を通じ、健康でいきいきした生活の質の向上が図れる環境づくりを進めます。 

 

 

基本目標３ 多世代が集い多世代が集い多世代が集い多世代が集い、つながり、支えあう共生のまちづくり、つながり、支えあう共生のまちづくり、つながり、支えあう共生のまちづくり、つながり、支えあう共生のまちづくり    

市の「高齢者総合計画の策定に向けた実態調査（平成 2９年）」によると、近所からの

ちょっとした手助けの引き受け状況を聞いたところ、「引き受ける」が第 1号被保険者で

56.5%、第 2号被保険者で 58.6％となっています。 

今後、生活支援や見守りを必要とする高齢者が増える中、自助・互助の役割を果たし、高齢

者のみならず、支援を必要とする人を地域全体で共に助けあい、支えあえるまちづくりを進め

ます。 
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■江別版「生涯活躍のまち」構想の実現に向けて

 

 本計画の基本目標を達成するた

総合戦略」

 国が示す「生涯活躍のまち」構想とは、地域の中高年齢者が、多世代の地域住民と交流しなが

ら健康でアクティブな生活を送り、必要に応じて医療・介護を受けることができるような地域づ

くりを目指すものとされています。

 本市においても、人口減少が加速していくなか、持続可能なまちづくりのためには、仕事や住

まい、医療・福祉、教育、交通など、様々な側面から市民にとって満足度の高いまちづくりを目

指す必要があ

 また、「生涯活躍のまち」の考え方は、そこに住む人々が生涯にわたって地域の中で活躍できる

まちづくりを目指すことにあり、本市が考えるまちづくりの考え方と方向性が同じであることか

ら、アクティブシニアのみならず、すべての江別市民が市外に転出することなく生涯にわたって

暮らし続けられるまちづくりを行うため、

の基本目標及び施策展開の方向性を踏まえて、平成２９年３月に

想」が策定されたところです。

 この「江別版『生涯活躍のまち』構

状分析などのほか、地域特性や社会資源（商店街、大学など）を踏まえ、大麻地区の札幌盲学校

跡地の一部をモデル地域として推進することとされたところです。

 この拠点地域では、地域交流拠点施設、多世代や障がい者向けの住宅の整備、既存の資源を活

用した社会参加や学習活動の機会提供などを推進し、拠点地域周辺にある社会資源と連携するこ

とで、大麻地区全体の取組として広げ、やがては「生涯活躍のまち」の考え方が、江別市全体へ

波及していくことを目指すものであります。

 このことか

画の重点目標である「地域包括ケアシステムの深化・推進」に向けた取組の推進に努めます。
 

 

 

 

 

 

 

３章 計画の

江別版「生涯活躍のまち」構想の実現に向けて

本計画の基本目標を達成するた

総合戦略」で目指す「江別版『生涯活躍のまち』構想」があります。

国が示す「生涯活躍のまち」構想とは、地域の中高年齢者が、多世代の地域住民と交流しなが
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この拠点地域では、地域交流拠点施設、多世代や障がい者向けの住宅の整備、既存の資源を活

用した社会参加や学習活動の機会提供などを推進し、拠点地域周辺にある社会資源と連携するこ

とで、大麻地区全体の取組として広げ、やがては「生涯活躍のまち」の考え方が、江別市全体へ

の実現を図るため、本計
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まちづくりを目指すことにあり、本市が考えるまちづくりの考え方と方向性が同じであることか

ら、アクティブシニアのみならず、すべての江別市民が市外に転出することなく生涯にわたって
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とで、大麻地区全体の取組として広げ、やがては「生涯活躍のまち」の考え方が、江別市全体へ

の実現を図るため、本計
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第２節 

（１）日常生活圏域の設定

日常生活圏域について、介護保険法によれば、その住民が日常生活を営んでいる地域として、

地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための

施設整備状況等を総合的に勘案して

なサービスが提供される範囲を想定しています。

人口分布や地理的条件、施設整備状況等を勘案し、江別、野幌、大麻の３地区を日常生活圏

域と設定しています。圏域ごとに地域の相談拠点として地域包括支援センターを設置・運営し

てきたところであり、本計画

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域包括ケア

（１）日常生活圏域の設定

日常生活圏域について、介護保険法によれば、その住民が日常生活を営んでいる地域として、

地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための

施設整備状況等を総合的に勘案して

なサービスが提供される範囲を想定しています。

人口分布や地理的条件、施設整備状況等を勘案し、江別、野幌、大麻の３地区を日常生活圏

域と設定しています。圏域ごとに地域の相談拠点として地域包括支援センターを設置・運営し

てきたところであり、本計画

 

地域包括ケア

（１）日常生活圏域の設定

日常生活圏域について、介護保険法によれば、その住民が日常生活を営んでいる地域として、

地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための

施設整備状況等を総合的に勘案して

なサービスが提供される範囲を想定しています。

人口分布や地理的条件、施設整備状況等を勘案し、江別、野幌、大麻の３地区を日常生活圏

域と設定しています。圏域ごとに地域の相談拠点として地域包括支援センターを設置・運営し

てきたところであり、本計画期間
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日常生活圏域について、介護保険法によれば、その住民が日常生活を営んでいる地域として、

地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための

施設整備状況等を総合的に勘案して定めるものとされており、国ではおおむね
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期間においてもこの３圏域を承継していきます。

【江別市における日常生活圏域（３圏域）】
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システムの推進
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域と設定しています。圏域ごとに地域の相談拠点として地域包括支援センターを設置・運営し



【【【【総論総論総論総論】】】】 第３章 計画の基本的な考え方 
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【江別市における日常生活圏域の概況】 

 

圏域名 町 名 

江 別 

１条、２条、３条、４条、５条、６条、７条、８条、緑町東、緑町西、萩ヶ岡、 

王子、大川通、元江別、見晴台、元江別本町、牧場町、元町、若草町、高砂町、 

向ヶ丘、一番町、弥生町、上江別、上江別東町、上江別西町、上江別南町、江別太、 

東光町、豊幌、対雁、角山、美原、篠津、中島、八幡、朝日町、あけぼの町、 

工栄町、いずみ野、豊幌花園町、豊幌美咲町、豊幌はみんぐ町、 

ゆめみ野東町、ゆめみ野南町、萌えぎ野西、萌えぎ野中央、萌えぎ野東 

野 幌 

元野幌、中央町、野幌寿町、野幌屯田町、野幌美幸町、幸町、錦町、東野幌、 

野幌東町、東野幌町、西野幌、野幌町、野幌松並町、野幌末広町、野幌住吉町、 

野幌代々木町、東野幌本町、緑ヶ丘、野幌若葉町、あさひが丘、新栄台 

大 麻 

大麻、大麻西町、大麻扇町、大麻沢町、大麻宮町、大麻中町、大麻高町、大麻東町、 

大麻園町、大麻晴美町、大麻南樹町、大麻栄町、大麻新町、大麻泉町、大麻北町、 

大麻元町、文京台、文京台東町、文京台南町、文京台緑町、大麻桜木町、 

大麻ひかり町 

 

                           (単位：人、%) 

圏域名 総人口 高齢者人口 高齢化率 認定者数 

江 別 47,729 13,064 27.4 2,449 

野 幌 42,468 12,298 29.0 2,199 

大 麻 28,782 9,283 32.3 1,742 

市全体 118,979 34,645 29.1 6,390 

 
                ※住民基本台帳人口（平成 29 年 10 月 1 日時点） 
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②
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・認知症

（２）江別市の目指す

要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが

できるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステ

ムの構築

第7期計画においても、地域包括ケアシステムの構築のための重点的な取組を進め、地域包括

ケアシステムの深化・推進に努めることとします。
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構築に向けた取組を進めてきました。

期計画においても、地域包括ケアシステムの構築のための重点的な取組を進め、地域包括

ケアシステムの深化・推進に努めることとします。
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要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが

できるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステ

に向けた取組を進めてきました。

期計画においても、地域包括ケアシステムの構築のための重点的な取組を進め、地域包括

ケアシステムの深化・推進に努めることとします。

  

■日常の医療 

・かかりつけ医 

・地域の連携病院

江別市の目指す

地域の支え合いや見守り

地域の

③生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進

らすために… 

地域包括ケアシステム

要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが

できるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステ

に向けた取組を進めてきました。

期計画においても、地域包括ケアシステムの構築のための重点的な取組を進め、地域包括

ケアシステムの深化・推進に努めることとします。

 

連携病院 
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目指す地域包括ケアシステム

①在宅医療・介護連
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・家事援助 
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・地域への外出機会

・健康づくり活動

・一般介護予防事業

地域の支え合いや見守り

の支え合い・介護予防

生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進
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の基本的な考

要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが

できるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステ

期計画においても、地域包括ケアシステムの構築のための重点的な取組を進め、地域包括

・居住系サービス

介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 等

 

への提言・助言

 

 

地域ケア会議の推進
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相談がしたい・・・

括支援センター

考え方 

要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが

できるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステ

期計画においても、地域包括ケアシステムの構築のための重点的な取組を進め、地域包括

サービス 

 

等 

 等 

の推進 

になったら・・・ 

がしたい・・・ 

括支援センター 
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（３）地域包括ケアシステムの推進に向けた重点的な取組 

 

①①①①    在宅医療・介護連携の推進在宅医療・介護連携の推進在宅医療・介護連携の推進在宅医療・介護連携の推進    
 

 【現状】 

医療介護連携推進協議会にて在宅医療・介護連携を進めるための手段の検討を重ね、介護保

険サービス事業所等と医療機関の連携を促進する情報共有ツールの検討や、多職種研修会等の

取組を進めてきました。 
 

 【今後の取組】 

医療及び介護ニーズを持つ高齢者を地域で支えていくため、医師会等と協働しながら、在宅

医療・介護連携を計画的かつ効果的に進めていきます。 

 また、地域住民に対して、医療・介護サービスについての理解を深めてもらえるよう、的確

な情報提供とわかりやすく丁寧な説明を行っていきます。 

 

②②②②    認知症施策の推進認知症施策の推進認知症施策の推進認知症施策の推進    
 

 【現状】 

地域の様々な関係機関が連携して認知症の人やその家族を支える環境を整備するため、関係

機関等のネットワークづくりを担う認知症地域支援推進員を配置し、「認知症安心ガイド（江別

版認知症ケアパス）」の作成を行ったほか、認知症高齢者をできるだけ早期に適切な医療・介護

サービスにつなげる認知症初期集中支援チームの設置を進めてきました。 
 

 【今後の取組】 

国の「新オレンジプラン」に基づき、認知症の容態の変化に応じて、適時・適切に切れ目な

く、保健医療サービス及び福祉サービスが提供される仕組みの構築を目指します。 

また、認知症初期集中支援チームの運営・活用の推進、権利擁護の取組の推進や市民後見人

の育成・活用、支援組織の体制整備などについても行っていきます。 

 

③③③③    生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進    
 

 【現状】 

介護保険法改正に伴い、平成 29 年度から介護予防・日常生活支援総合事業を開始していま

す。また、従来の二次予防事業と一次予防事業を再編し、リハビリテーション専門職を活用し

た介護予防講座など、新たな取組を進めています。 
 

 【今後の取組】 

各地域包括支援センターに配置している生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）

などにより、地域における課題や社会資源を把握し、元気な高齢者も含めた住民主体の取組を

通して、地域の支え合いの体制づくりを進めていきます。 

また、自助・互助の役割を果たし、高齢者のみならず、支援を必要とする人を地域全体で共

に助けあい、支えあえるまちづくりに努めます。 
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④④④④    自立支援に向けた自立支援に向けた自立支援に向けた自立支援に向けた地域ケア会議の推進地域ケア会議の推進地域ケア会議の推進地域ケア会議の推進    
 

 【現状】 

地域の民生委員、自治会役員や他機関の専門職による高齢者の支援方策や地域の課題を検討

する会議を実施するとともに、要支援者の自立に向けたケアプランに関し多職種が意見交換を

行う会議を実施しました。 
 

 【今後の取組】 

自治会等の地域の支援者・団体や専門的視点を有する多職種を交え、地域課題解決のための

検討につなげていく体制づくりを進めていきます。また、医療と介護の連携推進により、医療

機関のリハビリテーション専門職や薬剤師等の多様な人材を活用し、効果的な自立支援・重度

化防止に向けた取組を進めていきます。 

 

⑤⑤⑤⑤    高齢者の居住安定に係る施策との連高齢者の居住安定に係る施策との連高齢者の居住安定に係る施策との連高齢者の居住安定に係る施策との連携携携携推進推進推進推進    
 

 【現状】 

住環境整備として、第 6 期計画に基づき介護保険施設及び居住系サービスの整備を行ったほ

か、バリアフリー設備を備えた市営住宅の整備、高齢者等に配慮した道路・公園の再整備など、

バリアフリーの推進を実施してきました。 
 

 【今後の取組】 

住まいは地域包括ケアシステムの基礎となるため、それぞれの生活のニーズに合った住まい

が提供され、その中で生活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保された生活の実現を

目指すとともに、住宅施策と連携を図りながら、高齢者の居住の安定確保に努めていきます。 
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■施策の体系化 
 

 

 

 

 

 

 

  

４．尊厳ある暮ら

しの確保 

⇒58頁へ 

 

(１)見守りと支え合いの醸成 

(１)認知症施策の推進 

５．介護保険事

業の推進 

⇒69頁へ 

(１)介護サービスの安定的な提供 

基本理念基本理念基本理念基本理念    基本目標基本目標基本目標基本目標    
平成平成平成平成37373737年度年度年度年度にににに

向向向向けたけたけたけた目標目標目標目標    
施策項目施策項目施策項目施策項目    

１．地域支援体

制の推進 

⇒36頁へ 

 

２．介護予防と健

康づくりの促

進 ⇒45頁へ 

 

３．見守り・支え

合いの地域

づくりの促進 

⇒50頁へ 
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(１)地域包括支援センターの運営・評価 

(２)自立支援に向けた地域ケア会議の推進 

(３)在宅医療の充実及び在宅医療・介護 

連携を図るための体制の整備 

(４)生活支援サービスの充実 

(５)介護人材の確保と資質向上 

(２)健康づくりの促進 

(２)家族等介護者への支援の充実 

(３)生きがい・社会参加と協働の 

まちづくり 

(２)高齢者の権利擁護の推進 

(３)高齢者の住まいの安定的な確保 

(４)安全・安心なまちづくりの推進 

(２)介護保険制度を円滑に運営するため 

の仕組み 

計画目標計画目標計画目標計画目標    

（（（（平成平成平成平成30303030～～～～32323232年度年度年度年度））））    
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 ①①①①総合相談支援業務総合相談支援業務総合相談支援業務総合相談支援業務、、、、②②②②権利擁護業務権利擁護業務権利擁護業務権利擁護業務、、、、③③③③包括的包括的包括的包括的・・・・継続的継続的継続的継続的ケケケケアマネジメントアマネジメントアマネジメントアマネジメント支援業務支援業務支援業務支援業務、、、、    

④④④④地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターのセンターのセンターのセンターの周知拡大周知拡大周知拡大周知拡大、、、、⑤⑤⑤⑤地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンター運営協議会運営協議会運営協議会運営協議会のののの開催開催開催開催    

①①①①介護予防介護予防介護予防介護予防ケアマネジメントのケアマネジメントのケアマネジメントのケアマネジメントの推進推進推進推進、、、、②②②②介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・生活支援生活支援生活支援生活支援サービスサービスサービスサービス事業事業事業事業のののの推進推進推進推進、、、、    

③③③③一般介護予防事業一般介護予防事業一般介護予防事業一般介護予防事業のののの推進推進推進推進    

①①①①生活支援生活支援生活支援生活支援コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター（（（（地域支地域支地域支地域支ええええ合合合合いいいい推進員推進員推進員推進員））））のののの活動活動活動活動、、、、    

②②②②生活支援体制生活支援体制生活支援体制生活支援体制のののの整備整備整備整備にににに向向向向けたけたけたけた多様多様多様多様なななな関係機関関係機関関係機関関係機関・・・・団体等団体等団体等団体等によるによるによるによる協議体協議体協議体協議体のののの運営運営運営運営    

①①①①早期発見早期発見早期発見早期発見・・・・早期対応早期対応早期対応早期対応とととと支援体制支援体制支援体制支援体制のののの構築構築構築構築、、、、②②②②認知症高齢者家族認知症高齢者家族認知症高齢者家族認知症高齢者家族へのへのへのへの支援支援支援支援、、、、    

③③③③認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者やそのやそのやそのやその家族家族家族家族をををを見守見守見守見守りりりり、、、、支支支支ええええ合合合合うううう地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進 

具体的取組具体的取組具体的取組具体的取組    

①①①①地域地域地域地域ケアケアケアケア会議会議会議会議のののの実施実施実施実施、、、、②②②②多職種多職種多職種多職種とのとのとのとの連携連携連携連携・ネットワークの・ネットワークの・ネットワークの・ネットワークの構築構築構築構築    

①①①①在宅療養支援体制在宅療養支援体制在宅療養支援体制在宅療養支援体制のののの推進推進推進推進、、、、②②②②在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療・・・・介護連携介護連携介護連携介護連携をををを図図図図るためのるためのるためのるための体制整備体制整備体制整備体制整備、、、、③③③③医療医療医療医療とととと介護介護介護介護のののの一体的一体的一体的一体的

なななな提供提供提供提供にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組、、、、④④④④地域地域地域地域のののの医療医療医療医療・・・・介護関係者介護関係者介護関係者介護関係者ネットワークネットワークネットワークネットワーク構築構築構築構築、、、、人材育成及人材育成及人材育成及人材育成及びびびび連携強化連携強化連携強化連携強化    

①①①①在宅高齢者等給食在宅高齢者等給食在宅高齢者等給食在宅高齢者等給食サービスサービスサービスサービス、、、、②②②②緊急通報緊急通報緊急通報緊急通報装置装置装置装置のののの貸与貸与貸与貸与、、、、③③③③避難路確保除雪避難路確保除雪避難路確保除雪避難路確保除雪サービスサービスサービスサービス、、、、    

④④④④福祉除雪福祉除雪福祉除雪福祉除雪サービスサービスサービスサービス、、、、⑤⑤⑤⑤一人暮一人暮一人暮一人暮らしらしらしらし高齢者宅防火訪問高齢者宅防火訪問高齢者宅防火訪問高齢者宅防火訪問、、、、⑥⑥⑥⑥救急袋救急袋救急袋救急袋（（（（きゅうきゅうたいきゅうきゅうたいきゅうきゅうたいきゅうきゅうたい））））のののの配布配布配布配布    

①①①①介護人介護人介護人介護人材材材材のののの確保確保確保確保にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組、、、、②②②②介護人材介護人材介護人材介護人材のののの資質資質資質資質のののの向上向上向上向上にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組、、、、    

③③③③多様多様多様多様なななな介護介護介護介護のののの担担担担いいいい手手手手のののの掘掘掘掘りりりり起起起起しししし 

①ここ①ここ①ここ①こころとろとろとろと体体体体のののの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり、、、、②ロコモティブシンドロームの②ロコモティブシンドロームの②ロコモティブシンドロームの②ロコモティブシンドロームの予防予防予防予防、、、、    

③バランスのとれた③バランスのとれた③バランスのとれた③バランスのとれた食生活食生活食生活食生活のののの実践実践実践実践 

①①①①家族等介護者家族等介護者家族等介護者家族等介護者もももも含含含含めためためためた相談支援相談支援相談支援相談支援、、、、②②②②認知症高齢者家族認知症高齢者家族認知症高齢者家族認知症高齢者家族やすらぎやすらぎやすらぎやすらぎ支援事業支援事業支援事業支援事業のののの実施実施実施実施、、、、    

③③③③認知症認知症認知症認知症のののの家家家家族族族族にににに対対対対するするするする支援事業支援事業支援事業支援事業のののの実施実施実施実施、、、、④④④④徘徊高齢者家族支援徘徊高齢者家族支援徘徊高齢者家族支援徘徊高齢者家族支援サービスサービスサービスサービス事業事業事業事業のののの実施実施実施実施、、、、    

⑤⑤⑤⑤介護介護介護介護マークのマークのマークのマークの配布配布配布配布    

①ボランティア①ボランティア①ボランティア①ボランティア活動活動活動活動のののの推進推進推進推進、、、、②②②②高齢者等高齢者等高齢者等高齢者等へのへのへのへの就労支援就労支援就労支援就労支援（（（（シルバーシルバーシルバーシルバー人材人材人材人材センターへのセンターへのセンターへのセンターへの支援支援支援支援）、）、）、）、 

③③③③生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習・・・・文化活動文化活動文化活動文化活動・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ活動等活動等活動等活動等のののの促進促進促進促進、、、、④④④④地域交流地域交流地域交流地域交流のののの促進促進促進促進、、、、    

⑤⑤⑤⑤社会福祉協議会等社会福祉協議会等社会福祉協議会等社会福祉協議会等とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる福祉体験福祉体験福祉体験福祉体験のののの場場場場とととと機会機会機会機会のののの提供提供提供提供 

①①①①高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待のののの防止防止防止防止、、、、②②②②成年後見成年後見成年後見成年後見やややや消費者被害防止等消費者被害防止等消費者被害防止等消費者被害防止等にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組 

①①①①多様多様多様多様なななな住住住住まいまいまいまい方方方方へのへのへのへの支援支援支援支援 

①バリアフリーの①バリアフリーの①バリアフリーの①バリアフリーの推進推進推進推進、、、、②②②②交通安全対策交通安全対策交通安全対策交通安全対策のののの推進推進推進推進、、、、③③③③災害時要援護者対策災害時要援護者対策災害時要援護者対策災害時要援護者対策のののの推進推進推進推進 

①①①①介護保険介護保険介護保険介護保険サービスのサービスのサービスのサービスの基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備 

①①①①介護給介護給介護給介護給付適正付適正付適正付適正化事業化事業化事業化事業のののの推進推進推進推進、、、、②②②②介護保険制介護保険制介護保険制介護保険制度度度度のののの普普普普及及及及啓啓啓啓発発発発、、、、③③③③介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス情情情情報報報報のののの公表公表公表公表、、、、    

④④④④低所得低所得低所得低所得者等者等者等者等へのへのへのへの配配配配慮慮慮慮 
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第４章 高齢者保健福祉施策の展開 

第１節 地域支援体制の推進 【計画目標１】 

（１）地域包括支援センターの運営・評価 

    ■■■■施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性    

地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの中核拠点として、包括的かつ継続的な支

援を行う地域包括ケアの実現に向けて、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が協働し

て、各種事業（総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

等）を実施しています。 

また、江別市地域包括支援センター運営協議会を設置し、地域包括支援センターの公正性及

び中立性の確保並びに円滑かつ適正な運営に努めています。 

地域包括支援センターは、今後もこれまで以上に様々な連携・ネットワークづくりが求めら

れていることから、介護予防及び自立支援型ケアマネジメントの推進、地域ケア会議の活用、

医療及び介護の関係機関や生活支援コーディネーター機能との連携に努めていきます。 

 

    ■■■■具体的具体的具体的具体的取組取組取組取組    

①①①①    総合相談支援業務総合相談支援業務総合相談支援業務総合相談支援業務    

高齢者やその家族、地域の関係者、医療関係者、介護サービス事業者等からの様々な相談に

対応しています。今後も市民に身近な相談拠点として、また介護・福祉・医療等の関係者から

の専門相談機関として、様々な機関や人的ネットワークを駆使しながら、相談体制の充実を

図っていきます。 

 

②②②②    権利擁護業務権利擁護業務権利擁護業務権利擁護業務    

権利侵害の予防や対応、権利行使の支援を専門的に行い、高齢者が地域において尊厳ある暮

らしを維持できるよう必要な支援を行います。 

    

③③③③    包括的・継続的ケアマネジメント支援業務包括的・継続的ケアマネジメント支援業務包括的・継続的ケアマネジメント支援業務包括的・継続的ケアマネジメント支援業務    

居宅介護支援サービスや施設サービス計画の検証、高齢者の心身の状況やサービス利用状況

等に関する定期的な協議、その他介護支援専門員に対する支援等を通じて、高齢者が地域にお

いて自立した日常生活を営むことができるように包括的・継続的に支援を行います。 
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④④④④    地域包括支援センターの周知拡大地域包括支援センターの周知拡大地域包括支援センターの周知拡大地域包括支援センターの周知拡大    

高齢者クラブや自治会などの住民組織、関係団体からの依頼を受けて、高齢者を中心にした

地域住民の健康の保持・増進や生活の支援、地域のつながり合いのために、介護保険制度や介

護予防、高齢者の権利擁護などの講話や相談を継続して行っていきます。 

また、広報えべつや市ホームページに事業の開催案内や相談先の掲載を今後も継続して行

い、地域包括支援センターの認知度を高めるために、地域活動を通じて周知拡大に努め、高齢

者等の支援を行っていきます。 

 

⑤⑤⑤⑤    地域包括支援センター運営協議会の開催地域包括支援センター運営協議会の開催地域包括支援センター運営協議会の開催地域包括支援センター運営協議会の開催    

地域包括支援センターの公正性及び中立性の確保並びに円滑かつ適正な運営を図るために、

医療、介護、福祉の専門職団体や介護保険被保険者、相談事業を担う関係者、学識経験者等に

より地域包括支援センター運営協議会を開催します。 

センター設置等の承認（担当圏域の設定、センターの設置・変更及び廃止等）や運営及び評

価、職員の確保や地域包括ケアに関することなどの協議を通じて、センターの円滑かつ適正な

運営に努めます。 

 

 

    ■■■■活動指標活動指標活動指標活動指標（（（（例例例例））））    

 ・総合相談の相談件数（件） 

 ・介護支援専門員からの相談件数（件） 

 ・地域包括支援センターの知名度（％） 
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（２）自立支援に向けた地域ケア会議の推進 

    ■■■■施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性    

 「地域包括ケアシステム」の深化・推進を図るには、ケアマネジメントの質の向上と、地域

の多様な主体の連携が必要となります。 

 高齢者の自立支援・重度化防止に向けた支援体制の充実と、できるだけ住み慣れた地域で長

く在宅生活を継続するにあたっての地域課題の把握や社会資源の開発に向けて、専門職や関係

機関等が様々な事例や課題について積極的に意見交換を行う地域ケア会議の実施を推進しま

す。 

 

 

    ■■■■具体的取組具体的取組具体的取組具体的取組    

①①①①    地域ケア会議の実施地域ケア会議の実施地域ケア会議の実施地域ケア会議の実施    

複雑な課題を有する高齢者の支援方策を検討するために、住民組織や関係機関・団体、介護

保険サービス事業者などの支援者が参加して協議する地域ケア会議や、高齢者の自立支援・重

度化防止に向けた方策を多様な専門職が協議する自立支援型地域ケア会議などを実施します。 

また、個別事例の検討を通じて把握した地域の課題に対し、様々な関係機関と連携しなが

ら、対応策の検討や社会資源の開発に向けて取り組んでいきます。 

 

②②②②    多職種との連携・ネットワークの構築多職種との連携・ネットワークの構築多職種との連携・ネットワークの構築多職種との連携・ネットワークの構築    

住民組織や関係機関・団体、介護保険サービス事業所や医療機関の専門職などの多様な主体

が地域ケア会議に参加することを通じて、地域包括支援センターが中心となって、住民組織等

と介護サービス事業所等の連携や、職種や組織を超えた多職種のネットワークの構築を図って

いきます。 

 

 

    ■■■■活動指標活動指標活動指標活動指標（（（（例例例例））））    

 ・自立支援型地域ケア会議における累計参加者数（人） 
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（３）在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備 

    ■■■■施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性    

高齢者の在宅生活においては、疾病等に伴う医療サービスと身体機能の低下等に伴う介護

サービスの両方が必要となることも多く、両方の支援を必要とする高齢者に対しては、医療と

介護が連携し、対象者の状態を共有しながら適切なサービスを提供することが必要です。 

今後は、医療と介護の両面からの支援が必要な高齢者の更なる増加が見込まれることから、

疾病や身体機能の低下を抱えたとしても、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳ある暮らしを続け

ることができるよう、医療と介護の関係機関が連携し、高齢者に対する包括的かつ継続的な在

宅医療・介護の提供を目指します。 

 

 

    ■■■■具体的取組具体的取組具体的取組具体的取組    

①①①①    在宅在宅在宅在宅療養支援体制療養支援体制療養支援体制療養支援体制のののの推進推進推進推進    

高齢者の状態に合わせて、医療と介護サービスが切れ目なく、一体的に提供できるよう、市

内の医療機関や介護事業所など、地域の限られた資源を有効に活用しながら、地域の実情に

あった在宅療養の推進を図っていきます。 

また、入院時における介護支援専門員と医療機関との連携のほか、退院時における療養生活

から在宅生活への移行に向けた訪問看護や訪問診療等の利用支援など、在宅療養生活の支援体

制の整備に努めていきます。 

また、今後、在宅及び施設での看取り意向が高くなることが想定されることから、本人、家

族、関係者間の連携強化の推進を図るとともに、在宅療養に関する理解を深めるため、市民へ

の周知・啓発を図っていきます。 

 

②②②②    在宅医療・介護連携を図るための体制整備在宅医療・介護連携を図るための体制整備在宅医療・介護連携を図るための体制整備在宅医療・介護連携を図るための体制整備    

 高齢者の在宅生活における医療と介護の連携について、市と江別医師会が共同で設置した江

別市医療介護連携推進協議会において、市内の医療機関、介護施設及び介護サービス事業所等

から、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリテーション専門職、介護支援専門員、介護

職員等の多様な専門職が参画し、地域の医療・介護の資源の把握や在宅医療・介護連携の課題

抽出と対応策の検討について協議を進めています。 

今後においても、医療と介護の連携に向けた具体的な取組を進めるため、各専門職による協

議を継続していくとともに、取り組むべき課題に応じて、幅広い関係機関を含めて検討する体

制を整備していきます。 
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③③③③    医療と介護の一体的な提供に向けた取組医療と介護の一体的な提供に向けた取組医療と介護の一体的な提供に向けた取組医療と介護の一体的な提供に向けた取組    

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続け

られるよう、切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築に向けて、医療機関と介護

サービス事業所等の円滑な情報共有のツールや連携の仕組づくりに取り組みます。 

また、住民や医療・介護関係者からの医療介護連携に関する相談支援への対応や、関係市町

村との連携にかかる体制整備にも取り組みます。 

 

④④④④    地域の医療・介護関係者ネットワーク構築、人材育成及び連携強化地域の医療・介護関係者ネットワーク構築、人材育成及び連携強化地域の医療・介護関係者ネットワーク構築、人材育成及び連携強化地域の医療・介護関係者ネットワーク構築、人材育成及び連携強化    

医療機関と介護サービス事業所等の専門職が連携し、円滑に情報を共有する環境を整備する

ため、地域の医療機関、介護事業者等の顔の見える関係づくりやネットワーク構築を図りま

す。 

また、医療機関と介護サービス事業所等がお互いの役割や機能等に関する理解を深め、在宅

の高齢者に対する支援を連携して提供できるよう、医療・介護専門職に対する研修の実施や、

医療と介護の役割や連携に関する住民への普及啓発など、地域における医療と介護のネット

ワーク構築や人材育成に取り組んでいきます。 

    

    

    ■■■■活動指標活動指標活動指標活動指標（（（（例例例例））））    

 ・医療・介護連携推進協議会の累計実施回数（回） 

 ・医療・介護多職種連携研修会の累計参加者数（人） 

    

 

 



【【【【各論各論各論各論】】】】 第４章 高齢者保健福祉施策の展開 

41 

（４）生活支援サービスの充実 

    ■■■■施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性    

単身又は夫婦のみで構成される高齢者世帯の増加を踏まえ、これらの方ができる限り住み慣

れた地域で安心して暮らし続けられるよう、日常生活の困りごとに対する支援が求められてお

り、今後も安全・安心な生活を支援するサービスの提供に取り組みます。 

 

 

    ■■■■具体的取組具体的取組具体的取組具体的取組    

①①①①    在宅高齢者等給食サービス在宅高齢者等給食サービス在宅高齢者等給食サービス在宅高齢者等給食サービス    

在宅で６５歳以上の高齢者や障がいのある方のうち、病気等により調理が困難な方を対象

に、必要な曜日に夕食を届けます。また、夕食を手渡しすることにより、安否確認も行いま

す。 

 

②②②②    緊急通報緊急通報緊急通報緊急通報装置の貸与装置の貸与装置の貸与装置の貸与    

一人暮らしで発作性疾患のある高齢者や身体に障がいのある方等に、ボタンを押すだけで消

防本部又は健康等に関する相談センターへつながる通報装置を貸与します。 

消防本部への通報後、通報装置を介して本人の状況が確認できない場合には、事前に登録し

ている近隣の協力員に依頼し、救急車が到着するまでの間の安否確認などを行います。 

    

③③③③    避難路確保除雪サービス避難路確保除雪サービス避難路確保除雪サービス避難路確保除雪サービス    

市営住宅（中高層の集合住宅は除く）に入居し、市・道民税が非課税の70歳以上の高齢者や

身体に障がいのある方のみの世帯で、玄関から公道までの通路を自力で除雪することが困難な

方を対象に、緊急時における避難路の確保を目的とした除雪を行います。 

なお、戸建住宅にお住いの方に対する同様なサービスについては、社会福祉協議会が実施し

ております。 

 

④④④④    福祉除雪サービス福祉除雪サービス福祉除雪サービス福祉除雪サービス    

市道の除雪後に残る住宅間口の置き雪を、住宅の敷地内の別な場所に移動させることで、自

力で除雪することが困難な方の市道への出入口を確保します。 

対象となるのは、市道に面した戸建住宅に居住し、近隣に除雪の手助けをしてくれる人がい

ない、所得税又は市・道民税が非課税の70歳以上の高齢者のみの世帯等です。 
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⑤⑤⑤⑤    一人暮らし高齢者宅防火訪問一人暮らし高齢者宅防火訪問一人暮らし高齢者宅防火訪問一人暮らし高齢者宅防火訪問    

消防署では、職員が民生委員児童委員の見回り活動に同行し、高齢者世帯へ住宅防火の啓発

を行うとともに、女性消防団員が一人暮らしの高齢者宅を訪問し、火災予防のための啓発活動

を実施します。 

また、高齢者を住宅火災から守るため、火災の発生を早期に知らせる住宅用火災警報器の普

及と適正な維持管理の推進に努め、住宅防火対策を強化します。 

 

⑥⑥⑥⑥    救急袋（きゅうきゅうたい）の救急袋（きゅうきゅうたい）の救急袋（きゅうきゅうたい）の救急袋（きゅうきゅうたい）の配布配布配布配布    

救急袋と呼ばれる封筒に、あらかじめ名前や住所、かかりつけ病院などを記載し、常備薬の

説明書などを入れ、玄関の目のつく場所に貼っておくことで、救急車を呼んだ際に駆け付けた

救急隊員がその情報を医療機関へ伝え、迅速な処置を手助けするための封筒を配布していま

す。 

    

    

    ■■■■活動指標活動指標活動指標活動指標（（（（例例例例））））    

    ・・・・緊急通報装置の貸与者数（人） 

 ・福祉除雪サービス利用者数（人） 
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（５）介護人材の確保と資質向上 

    ■■■■施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性    

少子高齢化の進展に伴い、介護サービスを必要とする高齢者が増加する一方、生産年齢人口

の減少により介護サービスを提供する担い手の不足が課題となっています。 

介護報酬における処遇改善加算制度など、介護サービス事業所等で勤務する介護職員の確保

に向けた施策を適正に運用するとともに、介護事業所や専門職団体による研修の促進・支援な

どを通じて介護職員の確保と資質の向上に向けて取り組みます。 

また、介護や支援の必要な高齢者に対する安定的な生活支援サービスを提供するために、介

護に関する専門資格の有資格者だけではなく、住民ボランティアなどが介護の担い手として活

動することができる環境の整備に取り組みます。 

 

 

    ■■■■具体的取組具体的取組具体的取組具体的取組    

①①①①    介護人材の確保介護人材の確保介護人材の確保介護人材の確保に向けた取組に向けた取組に向けた取組に向けた取組    

市内介護事業所等における求職・求人関連のイベント等への積極的な参加を支援することを

通じて、介護人材の確保・育成に向けた取組を進めていきます。 

また、国が講じる処遇改善加算や、介護人材育成等に関する様々な制度に関して、市内介護

事業所の積極的な活用を支援するとともに、市内外の大学・高校等との連携や実習生受け入

れ、ハローワーク等との連携、介護職員に対する相談対応の充実など、介護人材の確保・定着

に向けた施策の推進に取り組んでいきます。 

    

②②②②    介護人材の資質の向上介護人材の資質の向上介護人材の資質の向上介護人材の資質の向上に向けた取組に向けた取組に向けた取組に向けた取組    

介護人材の能力の向上及びモチベーションの維持・向上に向けて、介護事業所等が行う研修

等の人材育成の取組を支援するとともに、介護事業所に対する実地指導・監査等の機会を捉え

て、介護職員の適正な配置・運用を促していくとともに、ＯＪＴ等によるスキルの向上を図る

体制の整備を支援していきます。 

また、専門職団体や介護事業所等が実施する研修等の促進や周知・広報への協力、地域包括

支援センター等による地域ケア会議の実施、医療介護連携推進協議会による専門職研修の実施

など、様々な能力向上の機会の提供により、介護に携わる人材の資質と意欲の向上に取り組ん

でいきます。 
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③③③③    多様な介護の担い手の掘り起し多様な介護の担い手の掘り起し多様な介護の担い手の掘り起し多様な介護の担い手の掘り起し    

高齢者支援の担い手のすそ野を広げるため、介護の専門職だけではなく、地域住民が高齢者

の生活支援に関する知識等を学ぶことができるボランティア養成研修等を実施し、多様な担い

手の掘り起しと養成に取り組みます。 

また、研修等の受講者が、本人の適性や意欲に応じた様々な形で高齢者の支援に携わること

ができるよう、江別市社会福祉協議会が運営するボランティアセンター等と連携し、ボラン

ティア人材と活動の場のマッチング支援に取り組みます。 

 

 

    ■■■■活動指標活動指標活動指標活動指標（（（（例例例例））））    

    ・・・・生活支援ボランティア等養成研修の累計修了者数（人） 
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第２節 介護予防と健康づくりの促進 【計画目標２】 

（１）自立支援・介護予防・重度化防止の推進 

    ■■■■施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性    

高齢者が、地域社会において有する能力に応じて自立して、生きがいをもった生活を送るこ

とができるよう、地域包括支援センターを中心に、地域住民、関係団体、事業者、行政のそれ

ぞれが役割を認識し、連携・協働して総合的な自立支援・介護予防・重度化防止に向けた体制

の整備を進めます。 

生活機能が低下した高齢者に対しては、心身機能、活動、参加のそれぞれの要素にバランス

よく働きかけ、高齢者の運動機能や栄養改善といった心身機能の改善に加え、日常生活の活動

を高め、家庭で役割を持って生活することや地域活動への参加を促していきます。 

また、一般高齢者については、日頃の生活の中で日常的に健康維持・介護予防に取り組むこ

とができるよう、介護予防に関する知識習得や食生活に関する意識付けを図る機会の提供に努

めます。 

高齢者一人一人に対し、生きがいや自己実現のための取組を支援し、生活の質の向上につな

げることを目指します。 

 

 

    ■■■■具体的取組具体的取組具体的取組具体的取組    

①①①①    介護予防ケアマネジメント介護予防ケアマネジメント介護予防ケアマネジメント介護予防ケアマネジメントの推進の推進の推進の推進    

介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターもしくは居宅介護支援事業所のケアマ

ネジャーが、要支援認定者または事業対象者※に対して、本人の心身の状況に応じ、本人の有す

る生活機能の維持・改善を図るために介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用する

にあたっての計画を策定するとともに、適切なサービス利用と利用状況の評価を行い、定期的

な計画の見直し等を通じて、本人の自立生活の維持・改善に向けた支援を行うものです。 

要支援者等が有する能力に応じ、本人の「したい」「できるようになりたい」という意欲を引

きだし、利用者の主体的な取組のもと、自立を最大限引きだす支援を行います。 ※ 厚生労働省

が定める基本チェックリストに該当した６５歳以上の高齢者 

    

②②②②    介護予防・生活支援サービス事業の推進介護予防・生活支援サービス事業の推進介護予防・生活支援サービス事業の推進介護予防・生活支援サービス事業の推進    

要支援認定者または事業対象者に対して、自立した生活の確立と自身の望む暮らしの実現を

支援するために、従来の介護予防通所介護及び介護予防訪問介護に準じた通所サービス及び訪

問サービスの提供を行います。 
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通所サービスにおいては、運動機能や口腔機能の維持向上を支援するプログラムの他、認知

症予防やうつ・閉じこもり予防、栄養改善など、高齢者一人一人の状態に応じた多様な支援が

可能となるようサービス提供体制の整備に努めます。 

また、訪問サービスにおいては、高齢者の生活の状況に合わせて、自立した生活の維持に必

要なきめ細かな支援を提供する体制の整備に努めます。 

さらに、市町村が独自の基準で運営することが可能な介護予防・日常生活支援総合事業の仕

組を生かし、高齢者に対する多様で安定的なサービス提供体制を整備するため、運動機能等の

向上に向けた短期集中サービスや、設備や運営等の基準を緩和した通所サービスを実施するほ

か、住民や民間企業などの協働による多様な主体によるサービスの構築など、住み慣れた地域

でいつまでも在宅生活を続けることができるような環境整備に努めます。 

    

③③③③    一般介護予防事業一般介護予防事業一般介護予防事業一般介護予防事業の推進の推進の推進の推進    

 高齢者がいきいきと自分らしく暮らす生活を維持し、地域の中で役割を持って活躍していく

ことができるよう、高齢者が地域の中で主体的に介護予防に取り組んだり、交流することがで

きる場や、高齢者がこれまでに培った技能や経験、有する能力等を活かして地域に貢献する場

を広げるよう努め、高齢者の健康維持や介護予防に資する活動に取り組む機会の提供に努めま

す。 

    

③－１③－１③－１③－１    介護予防普及啓発事業介護予防普及啓発事業介護予防普及啓発事業介護予防普及啓発事業    

介護予防の普及啓発と、基本的な知識の習得を目的とした介護予防教室「シニアの元気アッ

プ講座」や、高齢者クラブや自治会などの要望に応じて地域に出向いて行う「介護予防出前講

話」を開催しています。 

多くの市民に介護予防に関する知識を普及するため、新規参加者の増加に努めるとともに、

意欲の維持及び効果の向上に向けた継続的な取組にも努めていきます。 

 

③－２③－２③－２③－２    地域介護予防活動地域介護予防活動地域介護予防活動地域介護予防活動支援支援支援支援事業事業事業事業    

地域において、住民が主体になって自主的な介護予防活動に取り組むことができる「通いの

場」の育成・支援に取り組みます。 

そのために、地域包括支援センターが中心になって地域の主体の発掘やニーズの掘り起こし

に取り組むとともに、関係機関、団体等に所属する専門職等の協力を得て、地域の住民や団体

に対する啓蒙に努めます。 

また、介護予防の知識を得て、自らが健康的な生活を実践するとともに、介護予防の啓発を

図り、介護予防に取り組む市民のサポートを行う介護予防サポーターを養成し、介護予防サ

ポーターによる「通いの場」の創出や支援を促進していきます。 
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③－３③－３③－３③－３    地域リハビリテーション活動事業地域リハビリテーション活動事業地域リハビリテーション活動事業地域リハビリテーション活動事業    

地域住民が主体となって取り組む介護予防に関する取組に対し、医療機関や介護サービス事

業所等に所属するリハビリテーション専門職の知見を生かした効果的な支援を行うため、住民

主体の「通いの場」にリハビリテーション専門職を派遣する取組を推進します。リハビリテー

ション専門職による講話や運動指導により、高齢者の活動における介護予防効果の向上と継続

意欲の増進を図ります。 

    

    

    ■■■■活動指標活動指標活動指標活動指標（（（（例例例例））））    

    ・・・・シニアの元気アップ講座累計参加者数（人） 

 ・介護予防出前講話累計参加者数（人） 

    ・・・・介護予防サポーター講座累計修了者数（人） 

    ・・・・地域団体へのリハビリ職派遣回数（回） 
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（２）健康づくりの促進 

    ■■■■施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性    

市では、だれもが健康で安心して暮らせるまちを目指して、平成29年4月に『健康都市えべ

つ』を宣言しました。生涯を通じて健康で過ごすためには、シニア期における健康意識の向上

や健康づくりの推進を図る必要があることから、健診又は検診の受診や適度な運動、バランス

のとれた食生活などの取組を推進し、健康寿命の延伸に努めます。 

また、高齢期の特性として、身体機能や認知機能が低下し虚弱状態となること（フレイル）

により、生活の自立度が低下し介護が必要となる危険性が高くなることから、早期に気づき、

対応することにより、元気に近い状態へ改善したり、要介護状態に至る可能性を減らせること

ができることから、普段からの健康づくりの促進に努めます。 

 

 

    ■■■■具体的取組具体的取組具体的取組具体的取組    

①①①①    こころとこころとこころとこころと体体体体の健康づくりの健康づくりの健康づくりの健康づくり    

医師・保健師・栄養士等による健康づくりに関する講演会・セミナー、出前講座、地区健康

教育などを通じて生活習慣病など病気やこころの健康に関する知識の普及を図ります。 

また、介護予防事業の中では、予防的視点を持って健康への関心を高められるように努める

とともに、地域、保健・医療・福祉関係機関など多くの機関と連携し、健康・疾病に関する情

報を発信します。 

    

②②②②    ロコモティブシンドロームの予防ロコモティブシンドロームの予防ロコモティブシンドロームの予防ロコモティブシンドロームの予防    

習慣的に運動し、運動機能を維持向上することは、ロコモティブシンドロームの予防や高齢

者の認知機能の低下防止にも効果が期待されます。そのため、広報等での周知のほか、保健師

やリハビリテーション専門職などの講話及び運動指導により、ロコモティブシンドロームの認

知度を高め、その予防に努めます。 
 

※ロコモティブシンドローム： 

 運動器症候群のことで、骨や関節、筋肉などの運動器がおとろえ、介護が必要になったり、

そうなる危険性が高くなった状態。 

    

③③③③    バランスのとれた食生活の実践バランスのとれた食生活の実践バランスのとれた食生活の実践バランスのとれた食生活の実践    

栄養・食生活は健康な生活と活動を維持するために欠かせない営みであり、多くの生活習慣

病の予防の観点からも重要とされています。また、自分の身長から適正体重を知り、維持する

ことも健康づくりには大切であり、生活習慣病の予防にもつながります。 
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自分の適正体重を知ることは、シニア期の低栄養予防や改善、健康づくりにもつながること

から、介護予防事業の一環として栄養士や食生活改善推進員などが各種講座等を通じ、望まし

い食生活の推進に努めます。 

 

 

※適正体重について （出典：えべつ市民健康づくりプラン２１） 

 健康診断などで用いられているＢＭＩとは、身長の二乗に対する体重の割合の比で、体格を表す

指標です。このＢＭＩが２２の時に最も病気になりにくいといわれています。 

 それぞれの計算式は下記のとおりです。 

 ・ＢＭＩ＝ 体重（kg）÷ 身長（ｍ）÷ 身長（ｍ） 

 ・適正体重 ＝ 身長（ｍ）× 身長（ｍ）×２２  

 

 

    ■■■■活動指標活動指標活動指標活動指標（（（（例例例例））））    

    ・・・・こころの健康づくりや生活習慣病をテーマとした講座や教育・相談の回数（回） 

 ・健康維持のために適正体重を維持している人の割合（％） 
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第３節 見守り・支え合いの地域づくりの促進 【計画目標３】 

（１）見守りと支え合いの醸成 

    ■■■■施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性    

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、介護サービス等の公的な支援だ

けでなく、地域の住民が高齢者を見守り、支えることができるまちであることが求められま

す。 

また、高齢者にとっても、地域の中で楽しくいきいきと暮らしていくには、単に支えられる

存在としてではなく、家族や地域の中で自分なりの役割を持ち、人に必要とされ、認められる

ことが生活の充実につながると考えられます。 

少子高齢化が進展する中、いつまでも安心して暮らし続けることができるまちづくりに結び

つくよう、住民が自らの地域の高齢者を見守り、お互いが支え合う取り組みを支援するととも

に、地域住民、自治会や高齢者クラブなどの地縁組織や団体、民間企業や介護サービス事業所

など、多様な主体が連携し協力しあう関係を構築する体制整備に取り組みます。 

 

 

    ■■■■具体的取組具体的取組具体的取組具体的取組    

①①①①    生活支援生活支援生活支援生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の活動コーディネーター（地域支え合い推進員）の活動コーディネーター（地域支え合い推進員）の活動コーディネーター（地域支え合い推進員）の活動    

地域における高齢者の困りごとや課題を把握し、自治会や高齢者クラブなど、各地域の住民

や団体が困りごとの解決等に向けて取り組むことを支援する生活支援コーディネーターを江別

市社会福祉協議会及び地域包括支援センターに配置しています。 

生活支援コーディネーターは、自治会や高齢者クラブ、民生委員、地域企業等との連携を通

じて、高齢者の困りごとに関する相談に応じるとともに、住民に対する高齢者支援の必要性の

理解、新たな担い手の発掘・養成、住民同士の見守りや支え合いに関する仕組づくりや活動維

持等の支援に取り組みます。 

 

②②②②    生活支援体制の整備に向けた多様な関係機関・団体等による協議体の運営生活支援体制の整備に向けた多様な関係機関・団体等による協議体の運営生活支援体制の整備に向けた多様な関係機関・団体等による協議体の運営生活支援体制の整備に向けた多様な関係機関・団体等による協議体の運営    

少子高齢化が進展する中、高齢者の様々な困りごとに対応する方策を検討するため、行政と

生活支援コーディネーターのほか、介護サービス事業者や高齢者支援組織等の様々な主体が参

画する生活支援体制整備協議体を運営します。 

生活支援体制整備協議体では、生活支援コーディネーターの活動等を通じて把握した地域資

源や課題を共有し、課題の解決や地域資源の創出に向けた協議を行い、高齢者の生活支援に資

する施策の実施に取り組みます。 
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また、より地域に密着した課題把握や解決に向けた活動の創出を行うため、地域住民の意見

等を直接聴く機会の創設や、生活圏域等のより身近な地域を単位とした協議体の検討など、生

活支援体制の整備に向けた様々な取組を進めていきます。 

 

    ■■■■活動指標活動指標活動指標活動指標（（（（例例例例））））    

    ・・・・生活支援コーディネーターと住民団体との生活支援や介護予防に関する意見交換会の累計参

加者数（人） 
 

    ・・・・生活支援コーディネーターと住民団体との連携による生活支援や介護予防に関する取組の累

計件数（件） 
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（２）家族等介護者への支援の充実 

    ■■■■施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性    

介護を必要とする高齢者の生活の質の向上に寄与するため、高齢者を介護する家族の身体的

又は精神的負担を軽減する多様なサービスを提供するほか、家族の情報交換や交流の場への支

援など、家族等介護者に対する相談・支援体制の整備に努めます。 

 

 

    ■■■■具体的取組具体的取組具体的取組具体的取組    

①①①①    家族等介護者も含めた相談支援家族等介護者も含めた相談支援家族等介護者も含めた相談支援家族等介護者も含めた相談支援    

市や地域包括支援センター、介護保険サービス事業担当職員等の相談業務を通じて、担当ケ

アマネジャーが介護の悩みなどの相談に応じるとともに、介護負担軽減のためのサービス利用

の調整を図ります。 

また、家族介護者同士が交流する場を支援するなど、関係機関・団体等と連携し支援を行い

ます。 

    

②②②②    認知症高齢者家族やすらぎ支援事業の実施認知症高齢者家族やすらぎ支援事業の実施認知症高齢者家族やすらぎ支援事業の実施認知症高齢者家族やすらぎ支援事業の実施    

認知症の方を介護している家族の休養や、買い物などの外出時に、認知症や接遇に関する基

礎研修を受けたボランティアが訪問して、家族に代わって話し相手となり見守りを行うこと

で、家族をサポートするとともに在宅生活を支援します。 

 

③③③③    認知症の家族に対する支援事業の実施認知症の家族に対する支援事業の実施認知症の家族に対する支援事業の実施認知症の家族に対する支援事業の実施    

認知症の高齢者とその家族を支える取組として、認知症の高齢者やその家族、介護の専門職

やボランティア、地域住民など誰もが気軽に参加できるサロンや茶話会等の開催を支援し、情

報交換や相談の機会とするとともに、参加者同士の交流を通じて認知症や介護の理解を深め、

支え合う地域づくりを進めていきます。 

また、地域包括支援センターなどが家族会の活動などを継続的に支援していきます。 

 

④④④④    徘徊高齢者家族支援サービス事業の実施徘徊高齢者家族支援サービス事業の実施徘徊高齢者家族支援サービス事業の実施徘徊高齢者家族支援サービス事業の実施    

認知症の徘徊症状がみられる高齢者を対象に、ＧＰＳ端末を貸し出します。 

ＧＰＳ端末による位置検索システムを活用することで、徘徊する高齢者の早期発見・保護を

目指すとともに、在宅生活を支える家族の心身の負担が軽減されるよう支援します。 
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⑤⑤⑤⑤    介介介介護マークの配布護マークの配布護マークの配布護マークの配布    

認知症の方などの介護は、周囲の人から見ると介護していることがわかり難いため、誤解や

偏見を受ける場合があることから、介護する方が介護中であることを周囲に理解していただく

ために、市では「介護マーク」を配布しています。 

 

 

    ■■■■活動指標（例）活動指標（例）活動指標（例）活動指標（例）    

    ・・・・認知症高齢者家族やすらぎ支援事業利用日数（日） 
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（３）生きがい・社会参加と協働のまちづくり 

    ■■■■施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性    

高齢者の社会参加を通じた生きがいづくりや、 自身の望む暮らしの実現に繋がる取組を推進

します。社会参加には、「趣味活動の充実」「就業」「ボランティア」「地域住民との交流」など

多様な形態があります。こうした機会や情報を提供し、高齢者の社会参加を促すことにより、

健康づくりや要介護状態の防止につなげていきます。 

 

 

    ■■■■具体的取組具体的取組具体的取組具体的取組    

①①①①    ボランティア活動の推進ボランティア活動の推進ボランティア活動の推進ボランティア活動の推進    

高齢者の豊富な知識や経験は、ボランティア活動においても貴重な社会資源です。そのた

め、高齢者の積極的なボランティア活動への参加を促すとともに、高齢者の中からリーダーと

して活躍してもらえる方を発掘することにも取り組みます。 

 

①－１①－１①－１①－１    社会福祉協議会の各種事業での協働社会福祉協議会の各種事業での協働社会福祉協議会の各種事業での協働社会福祉協議会の各種事業での協働    

社会福祉協議会では、地域での市民参加による福祉活動を促進するために高齢者の自主的・

自発的なボランティア活動を支援していきます。また、社会福祉協議会が実施する各種事業に

おいて、高齢者やその関連団体との協働を推進します。 

 

①－２①－２①－２①－２    高齢者クラブ活動の支援高齢者クラブ活動の支援高齢者クラブ活動の支援高齢者クラブ活動の支援    

現在、市内では６６の高齢者クラブが、地域での高齢者の社会参加や社会奉仕の場として活

動しています。江別市高齢者クラブ連合会を核とした組織化をはじめ、単位クラブの演芸、ス

ポーツ、社会活動、健康づくり等の活動をサポートするため、高齢者クラブや高齢者クラブ連

合会に対する補助を継続するとともに、高齢者クラブ連合会と連携して各種事業などの企画を

進めていきます。 

 

①－３①－３①－３①－３    ボランティア活動の推進支援ボランティア活動の推進支援ボランティア活動の推進支援ボランティア活動の推進支援    

本市には、高齢者の社会参加や生きがいづくりに、積極的に取り組む自治会やボランティア

団体が数多くあります。こうした取り組みに関する情報を積極的に発信し、高齢者の社会参加

を促進します。また、こうした取組を増やしていくため、取組意向のある自治会や団体等に対

して、積極的に支援していきます。 
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①－４①－４①－４①－４    ボランティアの育成ボランティアの育成ボランティアの育成ボランティアの育成    

 高齢者の社会参加による生きがいづくりや健康づくり、要介護状態の防止とともに、地域の

支えあい体制の促進のためにボランティアの育成と活動の場の確保に努めます。 

 多様なボランティア活動を進めていく上では、ボランティアポイント制度の活用も検討して

いきます。 

 

②②②②    高齢者等への就労支援（シルバー人材センターへの支援）高齢者等への就労支援（シルバー人材センターへの支援）高齢者等への就労支援（シルバー人材センターへの支援）高齢者等への就労支援（シルバー人材センターへの支援）    

豊富な知識と経験をもつ高齢者は貴重な社会資源です。高齢者に対する就労の機会を提供し

ている江別市シルバー人材センターは、高齢者の自主的な活動を通じて会員の就業機会拡大に

よる福祉の向上を図り、多岐にわたる事業を展開するなど、活力ある地域社会づくりにおいて

その役割はますます重要になっています。 

今後の高齢化社会においては、このような活力ある高齢者が地域との関わりの中で様々な形

で社会的役割を果たすことが重要と考えられます。 

市では、シルバー人材センターに対し今後も継続して支援していきます。 

 

③③③③    生涯学習・文化活動・スポーツ活動等の促進生涯学習・文化活動・スポーツ活動等の促進生涯学習・文化活動・スポーツ活動等の促進生涯学習・文化活動・スポーツ活動等の促進    

高齢者が生涯にわたって生きがいをもち、豊かな人生を過ごすために、学習活動等を通じて

積極的な社会参加を行うことが必要です。学習の成果は、地域社会において世代間交流・ボラ

ンティア活動等で生かされ、ふれあいのある快適な暮らしの実現に向けて重要な役割を果たす

と考えられます。 

市では、江別市生涯学習推進協議会、NPO法人江別市文化協会、一般財団法人江別市スポー

ツ振興財団などにより、自主的な生涯学習・文化活動等が盛んに実施されています。また、市

内に４つある大学との連携による生涯学習の場も提供されています。 

こうした取組を江別市独自の魅力として、あるいは地域の活力源として位置づけ、高齢者の

社会参加、さらには多世代交流を促進していきます。 
 

③－１③－１③－１③－１    蒼樹（そうじゅ）大学事業蒼樹（そうじゅ）大学事業蒼樹（そうじゅ）大学事業蒼樹（そうじゅ）大学事業    

市内に住む65歳以上の方を対象に生きがいづくりや交流を目的とし、各種教養講座や専攻講

座を開催しています。 

 

③－２③－２③－２③－２    聚楽（じゅらく）学園の自主運営への支援聚楽（じゅらく）学園の自主運営への支援聚楽（じゅらく）学園の自主運営への支援聚楽（じゅらく）学園の自主運営への支援    

蒼樹大学やその他の高齢者大学を卒業した６７歳以上の方を対象に、自信と希望を持って充

実した生涯を過ごすために必要な学習をすることを目的とした同学園の自主運営を支援してい

ます。 
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③－３③－３③－３③－３    市民文化市民文化市民文化市民文化祭開催支援事業祭開催支援事業祭開催支援事業祭開催支援事業    

江別市文化協会の主催により、毎年、文化の日を中心に、江別、野幌、大麻の各地区におい

て、舞台、展示、文芸、生活文化の各部門で日ごろの学習成果を発表しており、高齢者の参加

比率が高い事業となっています。 

 

③－４③－４③－４③－４    えべつ市民カレッジ（四大学等連携えべつ市民カレッジ（四大学等連携えべつ市民カレッジ（四大学等連携えべつ市民カレッジ（四大学等連携生涯学習講座）事業生涯学習講座）事業生涯学習講座）事業生涯学習講座）事業    

市内の４大学と協働で開催する「ふるさと江別塾」に加え、各大学で開催している市民公開

講座や市主催講座、社会教育関係が主催する講座と連携し「えべつ市民カレッジ」と位置づけ

て、受講者である市民が、問題意識と知識を獲得し、まちづくりに生かすための学習の場とし

て、多様な講座を開催しています。 

 

③－５③－５③－５③－５    高齢者ふれあい健康教室高齢者ふれあい健康教室高齢者ふれあい健康教室高齢者ふれあい健康教室    

一般財団法人江別市スポーツ振興財団が主体となり、高齢者を対象にスポーツ教室を開催し

ています。 

 

④④④④    地域交流の促進地域交流の促進地域交流の促進地域交流の促進    

豊富な人生経験を活かし、住民同士や地域内の交流等を通じて、いきいきと活動的に暮らす

高齢者が増加するよう努めます。 

高齢者が積極的に社会参加し、自らの役割を見つけることが介護予防につながると言われて

います。地域とのふれあいの場や外出の機会を創出することで、高齢者の社会参加と健康・生

きがいづくりを促進します。 

 

④－１④－１④－１④－１    ふれあい入浴デー事業ふれあい入浴デー事業ふれあい入浴デー事業ふれあい入浴デー事業    

江別浴場組合と協力し、65歳以上の高齢者に公衆浴場を月に一度無料開放することで、地域

への外出機会を増やし、心身の健康保持と地域社会とのふれあいの増進を図ります。 

 

④－２④－２④－２④－２    愛愛愛愛のふれあい交流事業のふれあい交流事業のふれあい交流事業のふれあい交流事業    

65歳以上の一人暮らし高齢者等を対象として、自治会が中心となり、声かけ・訪問等の生活

支援活動や地域交流の集い活動を行い、高齢者の孤立感の解消を図ります。 

 

④－３④－３④－３④－３    シルバーシルバーシルバーシルバーウウウウィーク事業へのィーク事業へのィーク事業へのィーク事業への参加参加参加参加促進促進促進促進    

シルバーウィーク事業での、様々な行事等を通じて外出機会を増加させることにより、社会

的孤立感を解消し、高齢者クラブ等の活動との接点を持つことにより、自宅に閉じこもりがち

な高齢者の社会参加の促進を図ります。 
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④－４④－４④－４④－４    老老老老人人人人憩憩憩憩の家の家の家の家での地域交流での地域交流での地域交流での地域交流    

高齢者が、地域の人とふれあい、多様な活動ができる場を提供するため、老人憩の家を市内4

カ所に設置・運営しています。 

今後も、誰もが利用し、多様な活動が行える環境づくりを推進し、高齢者の心身の健康と福

祉の増進を図ります。 

 

⑤⑤⑤⑤    社会福祉協議会等との連携による福祉体社会福祉協議会等との連携による福祉体社会福祉協議会等との連携による福祉体社会福祉協議会等との連携による福祉体験験験験のののの場場場場とととと機会機会機会機会の提供の提供の提供の提供    

次代を担う子どもたちが地域社会の問題について理解を深め、自らの問題として取り組み、

やさしさとふれあいのある社会をつくりあげていくためには、福祉活動への参加が重要です。 

現在、福祉施設や社会福祉協議会等では、子どもたちが高齢者や障がいのある方等への理解

を深めるため、市内の児童・生徒・学生を対象に福祉体験の場と機会を提供しています。 

今後は、社会福祉協議会等を窓口として、市内の小・中学校、高等学校、大学、福祉施設、

ボランティア団体等とより一層の連携を図り、青少年の福祉への参加を促進します。 
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第４節 尊厳ある暮らしの確保 【計画目標４】 

（１）認知症施策の推進 

    ■■■■施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性    

高齢化の進展に伴い、全国的に認知症高齢者の増加が見込まれる中、本市では、65 歳以上の

高齢者のうち、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の判定ランクⅡ以上の方は、平成 25

年３月末 3,087 人、平成 2７年 3 月末 3,436 人、平成 2９年３月末 3,541 人と、年々増加

しています。 

認知症高齢者の出現割合が一定と仮定すると、平成３３年度には 3,860 人に増加すると推計

されますが、認知症は、その進行に応じた適時・適正な支援を受けながら、認知症に対する周

囲の正しい理解や適切な対応、介護を行う家族への支援などがあれば、地域でその人らしく暮

らしていくことが可能とされています。 

認知症になっても安心して暮らすことができるまちになることを目指し、医療・介護サービ

スの提供体制の充実に努めるとともに、住民に対する認知症の正しい知識と理解促進のための

普及啓発を実施します。 

 

 

    ■■■■具体的取組具体的取組具体的取組具体的取組    

①①①①    早期早期早期早期発発発発見見見見・・・・早期早期早期早期対対対対応応応応と支援体制の構築と支援体制の構築と支援体制の構築と支援体制の構築    

認知症は、早期診断や早期対応により進行をある程度遅らせることが可能とされていること

から、認知症の人を早期に発見し、対応する支援体制が必要です。 

また、認知症が進行した場合であっても、本人や家族の負担に対し、総合的かつ継続的な支

援体制を構築していくことが求めらます。 

今後も認知症高齢者の増加が見込まれる中、認知症になっても本人の意思が尊重され、でき

る限り住み慣れた地域で暮らし続けることができる地域づくりに向けて、認知症初期集中支援

チームや認知症地域支援推進員を中心とした認知症施策の取り組みを推進するとともに、認知

症高齢者やその家族にやさしいまちづくりを進めていきます。 

 

①－１①－１①－１①－１    認知症認知症認知症認知症初期集中初期集中初期集中初期集中支援支援支援支援チチチチームのームのームのームの設設設設置置置置    

認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人やその

家族に早期のうちに関わり、適切な医療・介護サービス機関へつなげる認知症初期集中支援

チームを運営します。 

認知症初期集中支援チームは、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族に対し、認知

症専門医の指導の下、複数の専門職が訪問や相談対応等を行い、初期の支援を包括的・集中的

に行います。 
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①－２①－２①－２①－２    認知症地域支援推進員による地域づくりの推進認知症地域支援推進員による地域づくりの推進認知症地域支援推進員による地域づくりの推進認知症地域支援推進員による地域づくりの推進    

認知症になっても安心して暮らし続けることができるまちづくりを目指し、地域包括支援セ

ンターや介護サービス事業所、認知症疾患医療センター等の専門医療機関やかかりつけ医、そ

して地域の関係者による連携を構築する認知症地域支援推進員を配置しています。 

認知症地域支援推進員は、認知症の人やその家族が、状態に応じた適切なサービスを提供す

るための関係機関の連携構築や、介護サービス事業所の職員などに対する認知症対応力の向上

など、認知症の人を支援する体制の整備に取り組みます。 

 

①－３①－３①－３①－３    徘徊高齢者徘徊高齢者徘徊高齢者徘徊高齢者 SOSSOSSOSSOSネットワークシステムの活ネットワークシステムの活ネットワークシステムの活ネットワークシステムの活用用用用と普及と普及と普及と普及    

このシステムは、警察署に捜索依頼のあった徘徊により行方不明となった高齢者の情報を、 

家族の申し入れにより、警察経由で捜索協力関係機関（JR・バス会社・タクシー会社・消防な

ど）へ提供し、発見に協力するものです。これからも広く普及啓発を図り、行方不明者の早期

発見のために活用を進めていきます。 

また、市においては、捜索依頼のあった高齢者とその家族に対して、早期発見と徘徊の未然

防止のため、江別保健所、地域包括支援センター、担当ケアマネジャー、介護保険サービス事

業所、関係団体等と連携して支援を行っていきます。 

 

②②②②    認知症高齢者家族への支援認知症高齢者家族への支援認知症高齢者家族への支援認知症高齢者家族への支援    

認知症の方を介護している家族の身体的又は精神的負担を少しでも軽減するためのサービス

を提供する他、地域で認知症の方とその家族を支え合う体制づくりを支援します。 

    

②－１②－１②－１②－１    認知症高齢者家族やすらぎ支援事業の実施（認知症高齢者家族やすらぎ支援事業の実施（認知症高齢者家族やすらぎ支援事業の実施（認知症高齢者家族やすらぎ支援事業の実施（再掲再掲再掲再掲））））    

認知症の方を介護している家族の休養や、買い物などの外出時に、認知症や接遇の基礎研修

を受けたボランティアが訪問して、家族に代わって話し相手となり見守りを行うことで、家族

をサポートするとともに在宅生活を支援します。 

 

②－２②－２②－２②－２    認知症の家族に対する支援事業の実施（認知症の家族に対する支援事業の実施（認知症の家族に対する支援事業の実施（認知症の家族に対する支援事業の実施（再掲再掲再掲再掲））））    

認知症の高齢者とその家族を支える取組として、認知症の高齢者やその家族、介護の専門職

やボランティア、地域住民など誰もが気軽に参加できるサロンや茶話会等の開催を支援し、情

報交換や相談の機会とするとともに、参加者同士の交流を通じて認知症や介護の理解を深め、

支え合う地域づくりを進めていきます。 

また、地域包括支援センターなどが家族会の活動などを継続的に支援していきます。 
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②－３②－３②－３②－３    徘徊高齢者家族支援サービス事業の実施（徘徊高齢者家族支援サービス事業の実施（徘徊高齢者家族支援サービス事業の実施（徘徊高齢者家族支援サービス事業の実施（再再再再掲掲掲掲））））    

認知症の徘徊症状がみられる高齢者を対象に、ＧＰＳ端末を貸し出します。 

ＧＰＳ端末による位置検索システムを活用することで、徘徊する高齢者の早期発見・保護を

目指すとともに、在宅生活を支える家族の心身の負担が軽減されるよう支援します。 

    

③③③③    認知症高齢者やその家族を認知症高齢者やその家族を認知症高齢者やその家族を認知症高齢者やその家族を見守見守見守見守り、支え合う地域づくりの推進り、支え合う地域づくりの推進り、支え合う地域づくりの推進り、支え合う地域づくりの推進    

認知症高齢者とその家族が安心して住み慣れた地域で暮らしていけるよう、地域や学校、職

場等でのあらゆる機会を通じて、幅広い年代を対象に、認知症に対する正しい知識と理解を深

めるための普及啓発を図り、認知症高齢者やその家族を見守り、支え合う地域づくりを進めて

いきます。 

 

③－１③－１③－１③－１    認知症サポーター養成講座の実施認知症サポーター養成講座の実施認知症サポーター養成講座の実施認知症サポーター養成講座の実施    

認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を地域で見守ることができる体制づくりのた

めに、認知症の原因となる疾病や対応方法について学び、幅広い年代における認知症理解者の

育成を図ります。 

また、認知症サポーター養成講座の上級講座を行い、ボランティアの立場で認知症の方やそ

の家族を支える人材を養成します。 

さらに、養成講座の講師であるキャラバン・メイトに対しても、定期的にスキルアップ研修

等を開催し技能向上を図ります。 

 

③－２③－２③－２③－２    出前出前出前出前講講講講話話話話の実施の実施の実施の実施    

高齢者のグループや活動団体を対象に、認知症の正しい知識や、予防のための具体的な日常

生活の工夫についての出前講話を実施し、認知症の理解促進を図ります。 

 

③－３③－３③－３③－３    認知症に関する認知症に関する認知症に関する認知症に関するガイガイガイガイドブックドブックドブックドブックのののの作作作作成・普及成・普及成・普及成・普及    

認知症高齢者の意思を尊重し、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう

に、認知症を発症した時から進行する生活機能障害に合わせて、いつ、どこで、どのような医

療や介護サービスを受ければよいかがわかり、状態に応じた適切なサービスの流れを体系的に

整理した冊子「認知症あんしんガイド（江別市認知症ケアパス）」を作成・配布し、市民や医

療・介護関係者へ普及するよう努めます。 

 

 

    ■■■■活動指標活動指標活動指標活動指標（（（（例例例例））））    

    ・・・・認知症サポーター養成講座受講者数（人） 

 ・認知症サポーターステップアップ講座累計受講者数（人） 

 ・認知症初期集中支援チームの累計支援実人数（人）        
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（２）高齢者の権利擁護の推進 

    ■■■■施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性    

高齢化の進展により、身体機能の低下に伴う介護や、判断能力の低下に伴う金銭管理等に関

する支援を必要とする高齢者が増加しています。 

日常生活に様々な支援を必要とするとしても、高齢者本人の尊厳は守られるべきであり、高

齢者に対する身体的・心理的・経済的虐待等、権利の侵害は防がなければなりません。 

住民や介護職員等に対して、高齢者の権利擁護に関する意識の徹底を図るとともに、仮に権

利を侵害された高齢者を発見・把握したときは、迅速に通報することの周知を進め、関係機関

との連携を図りながら、地域ぐるみで高齢者の権利擁護体制の強化を進めていきます。 

 

 

    ■■■■具体的取組具体的取組具体的取組具体的取組    

①①①①    高齢者高齢者高齢者高齢者虐待虐待虐待虐待の防の防の防の防止止止止    

高齢者を介護する家族や施設職員（以下「養護者」という。）は、その日々の負担の重さか

ら、誰しも時に不適切な扱いをしてしまう可能性があるため、高齢者虐待の防止には、養護者

に常に高齢者の権利擁護の理念を意識させるとともに、負担を抱え込まずに周囲が助け合う環

境を用意する配慮が必要です。 

高齢者虐待への対応にあたり、発生の防止と、発生した場合の迅速な発見と保護、そして関

係機関と連携しながら、再発防止に向けた支援に適切に取り組んでいきます。 

    

①①①①－－－－１１１１    虐待虐待虐待虐待防防防防止止止止に向けたに向けたに向けたに向けた住住住住民等への周知民等への周知民等への周知民等への周知のののの推進推進推進推進    

高齢者虐待を防止するには、養護者一人ひとりに対して権利擁護についての意識を高める努

力が必要であり、また、養護者が負担を抱え込まない環境づくりが必要です。 

高齢者虐待の防止に向けて、広報誌等を活用した住民への啓蒙や介護予防出前講話等におけ

る周知、地域包括支援センターや居宅介護支援専門員による養護者への支援など、様々な取組

を引き続き推進していきます。 

 

①①①①－－－－２２２２    虐待虐待虐待虐待防防防防止止止止及び対及び対及び対及び対応応応応に関する体制整備に関する体制整備に関する体制整備に関する体制整備    

虐待の防止を推進するとともに、万が一発生してしまった場合に迅速に発見し、対応するた

めには、行政と地域包括支援センターが中心となって、虐待防止に関する組織的な体制の構築

が必要です。 

そのため、高齢者虐待に関する対応マニュアルを策定し、地域包括支援センターと共有しな

がら、虐待等が疑われる情報の入手後、迅速に事実確認や保護、解決に向けた対応などを協働

して行う体制を構築し、適切に運用していきます。 
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①①①①－－－－３３３３    虐待虐待虐待虐待防防防防止止止止に向けたネットワークの構築に向けたネットワークの構築に向けたネットワークの構築に向けたネットワークの構築    

高齢者虐待は、虐待を行った養護者の申告や、虐待を受けた高齢者本人からの訴えがない場

合でも、高齢者に接する介護支援専門員や介護サービス事業所のスタッフ等が意識していれば

早期に発見できることがあります。 

虐待の防止及び早期発見体制の構築に向けて、介護職員等に対する虐待防止マニュアルの普

及啓発や研修等を実施するとともに、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などの介護

関係機関や、警察や保健所などの行政機関と密接に連携し、虐待防止に向けたネットワークの

構築に努めていきます。 

 

②成②成②成②成年後見年後見年後見年後見やややや消費消費消費消費者者者者被害被害被害被害防防防防止止止止等等等等に向けたに向けたに向けたに向けた取組取組取組取組    

認知症などにより判断能力が低下した高齢者は、日々の生活における預貯金の管理や消費行

動に支障が生じ、心身や経済的な被害を受ける危険性が増えていきます。 

判断能力が低下した高齢者に対して、成年後見制度の適切な利用や、消費者被害防止に向け

た見守りなど、地域の様々な機関が連携して支援する体制整備に努めます。 

    

②－１②－１②－１②－１    市民市民市民市民後見後見後見後見推進事業の推進事業の推進事業の推進事業の実施実施実施実施    

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分ではない人に代わり、財産管理

や介護サービス、施設入所などの契約行為を行い、本人を保護、支援するのが成年後見制度で

す。 

認知症や一人暮らしの高齢者の増加に伴い、成年後見制度による支援が必要な人が今後ます

ます増えていくと予想されることから、成年後見制度の適切な利用を支援するため、江別市成

年後見支援センターを設置し、成年後見制度に関する総合相談や普及啓発、市民後見人の育成

支援などを行っています。 

今後は、弁護士や司法書士、社会福祉士などの関係機関と連携を図りながら、地域における

権利擁護の担い手として市民後見人が活躍できる環境を整備し、本人の意思を尊重した権利擁

護体制を推進していきます。 

 

②－２②－２②－２②－２    成成成成年後見年後見年後見年後見制制制制度度度度利利利利用用用用に関する各種支援制に関する各種支援制に関する各種支援制に関する各種支援制度度度度の実施の実施の実施の実施    

成年後見制度による支援が必要であっても、申立をする親族がいないなどの理由により申立

ができない場合は、市が代わって成年後見の申立を行うことができます。 

また、成年後見制度の利用対象者のうち、経済的な事情により申立費用や後見報酬を負担す

ることが困難な場合は、申立費用や後見報酬の一部を助成することにより、成年後見の利用を

支援します。 
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②－３②－３②－３②－３    消費消費消費消費者者者者被害被害被害被害等の防等の防等の防等の防止止止止    

独居高齢者や高齢者のみの世帯の増加や、認知症などにより判断能力が低下した高齢者の増

加により、悪徳商法や詐欺などの被害にあう事例が後を絶ちません。 

高齢者の生活上の不安や、判断能力の低下につけこんだ詐欺等による被害を防止し、仮に被

害にあってもできるだけ早期に発見し、被害の拡大を防ぐため、地域包括支援センターが中心

となって高齢者に対する消費者被害防止に向けた普及啓発や情報収集を進めます。 

また、民生委員や警察、消費生活センター等の関係機関と密接に連携し、高齢者を消費者被

害等から守る体制づくりに取り組みます。 

 

 

    ■■■■活動指標活動指標活動指標活動指標（（（（例例例例））））    

    ・・・・虐待対応・防止に関する研修の累計参加者数（人） 

 ・成年後見制度普及啓発講演会の累計参加者数（人） 
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（３）高齢者の住まいの安定的な確保 

    ■■■■施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性    

高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むために

は、住まいの安定的な確保が必要不可欠です。 

高齢者のニーズに対応した住まいの確保のため、「江別版『生涯活躍のまち』構想」にみられ

るような、高齢者が健康的に安心して暮らすことができるよう、多様な住まいの確保に努めま

す。 

 

 

    ■■■■具体的取組具体的取組具体的取組具体的取組    

①①①①    多様な多様な多様な多様な住ま住ま住ま住まいいいい方方方方への支援への支援への支援への支援    

持ち家としての住宅や賃貸住宅のほか、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など

の高齢者向けの住まいが、地域のニーズに応じて適切に提供される環境の確保について北海道

と連携を図っていくほか、空き家の活用等についても住宅施策と連携して努めていきます。 

 

①－１①－１①－１①－１    高齢者高齢者高齢者高齢者住住住住宅等宅等宅等宅等安心安心安心安心確保事業の推進確保事業の推進確保事業の推進確保事業の推進    

 大麻沢町にある、室内の段差解消や手すり、緊急通報装置の設置等、高齢者の生活特性に配

慮した設備・仕様を備えた道営の高齢者世話付住宅の居住者に対し、住宅所在市として、生活

援助員による生活相談や安否確認、緊急時における連絡等のサービスを提供しています。 

 

①－２①－２①－２①－２    高齢者向け高齢者向け高齢者向け高齢者向け公公公公営営営営住住住住宅の整備宅の整備宅の整備宅の整備    

室内の段差解消や手すりの設置など、高齢者やその家族が安心して暮らせるようなユニバー

サルデザインの視点に立ち、安心して住み続けることができる住まいづくりを支援します。 

 

①－３①－３①－３①－３    住住住住宅施宅施宅施宅施策策策策とのとのとのとの調和調和調和調和    

高齢社会における住まいや住環境のあり方などについて、中長期的な視点に立った総合的な

住宅施策の指針である「住宅マスタープラン」との調和を図るほか、高齢者に対する賃貸住宅

及び老人ホームの供給の目標等を定める「高齢者居住安定確保計画」、高齢者の住宅確保要配慮

者に対する賃貸住宅の供給の目標を定める「賃貸住宅供給促進計画」との調和を図り、住環境

の整備に努めます。 
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①－４①－４①－４①－４    住環境住環境住環境住環境の整備の整備の整備の整備    

高齢者やその家族が安心して暮らせるよう、新設される住宅の整備にあたって、段差解消や

手すりの設置等のバリアフリー化を推進します。あわせて、バリアフリー構造を有し、安否確

認や生活支援サービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」についても、事業者の参入

の動向に注視し、北海道とも連携を図りながら、地域のニーズに応じた整備に努めます。 

 

 

    ■■■■活動指標活動指標活動指標活動指標（（（（例例例例））））    

    ・・・・高齢者世話付住宅生活援助員派遣世帯数（世帯） 
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（４）安全・安心なまちづくりの推進 

    ■■■■施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性    

交通安全や防犯活動の推進などを通じて、安全で快適な社会環境を築いていくとともに、地

域防災力の向上などの充実を図り、災害に強く、だれもが末永く安心して暮らせるまちづくり

を進めます。 

 

 

    ■■■■具体的取組具体的取組具体的取組具体的取組    

①①①①    バリアバリアバリアバリアフフフフリーの推進リーの推進リーの推進リーの推進    

公共施設や街路のバリアフリー化を進め、高齢者や障がいのある方など、すべての人に優し

い街並みづくりをめざします。 

 

①－１①－１①－１①－１    公共公共公共公共施施施施設設設設等等等等のバリアのバリアのバリアのバリアフフフフリー化リー化リー化リー化    

高齢社会における生活環境は、ノーマライゼーションの理念に基づき、すべての市民が安心

して日常生活を送ることができるものでなければなりません。 

今後は、特に車いす等を使用する高齢者の増加が考えられることから、公共施設において、

スロープや手すりの設置、トイレの改良などを推進します。また、高齢者の社会参加の促進や

そのための移動を支援するため、エレベーターの設置等による公共施設の改善や公共交通機関

利用者の利便性の向上に努め、高齢者が安心して移動できる環境づくりを推進します。 

 

①－２①－２①－２①－２    誰誰誰誰ももももがががが利利利利用用用用しやすいしやすいしやすいしやすい道道道道路・路・路・路・公公公公園・園・園・園・緑緑緑緑地な地な地な地などどどどの整備の整備の整備の整備    

市では、誰もが利用しやすい道路・公園などの施設整備を進めており、高齢者が楽しみと安

らぎを求めて外出する機会が増えることが予想されます。このため、いつでもくつろぐことの

できる魅力ある都市環境づくりを推進するとともに、江別の豊かな自然と緑を生かしたうるお

いのある都市空間の創出が必要となることから、公園・緑地等の整備や既設公園等の再整備に

あたり、常に高齢者の利用に配慮した整備に努めます。 

 

②②②②    交通交通交通交通安全安全安全安全対対対対策策策策の推進の推進の推進の推進    

高齢者を含む各年齢階層に応じた交通安全教育を推進するとともに、警察、道路管理者及び

各種交通安全団体と連携した交通安全の啓発に努めます。 
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②－１②－１②－１②－１    高齢者交通高齢者交通高齢者交通高齢者交通安全安全安全安全教室の開催教室の開催教室の開催教室の開催    

高齢者の交通安全意識と交通マナーの向上を図るため、高齢者クラブとの連携や自治会の協力を

得ながら、高齢者交通安全教室等を開催し、道路の安全な通行などの啓発や夜間の交通事故防止の

ための夜光反射材の配布に努めるなど、交通安全教育を推進します。 

    

②－２②－２②－２②－２    交通交通交通交通安全安全安全安全運動の継続的推進運動の継続的推進運動の継続的推進運動の継続的推進    

高齢者をはじめ市民一人ひとりに交通安全思想の普及徹底を図り、交通ルールを徹底するほ

か、関係機関・団体との連携を強化し、市民総ぐるみの交通安全運動として継続的な展開を推

進します。 

 

③③③③    災害時要災害時要災害時要災害時要援護者対援護者対援護者対援護者対策策策策の推進の推進の推進の推進    

災害時に配慮が必要とされる高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等要配慮者への対応を推進

します。 

 

③－１③－１③－１③－１    避難避難避難避難行行行行動に動に動に動におおおおける対ける対ける対ける対応応応応    

「避難行動要支援者避難支援制度」の登録者に対する取組を推進します。 

この制度は、要配慮者（高齢者や障がい者など）の中でも災害時に自力での避難が困難な方

にあらかじめ登録いただき、登録された方が孤立しないよう、また、避難を伴わない災害時に

も地域の支えを受けられるようにするものです。 

制度を充実させるため、自治会や自主防災組織を中心とした活動が推進されるような体制づ

くりに取り組みます。 

 

③－２③－２③－２③－２    避難生活に避難生活に避難生活に避難生活におおおおける対ける対ける対ける対応応応応    

避難所における「福祉避難スペース」の設置に対する取組を推進します。 

福祉避難スペースとは、要配慮者が避難所生活を円滑に送ることができるよう、また、要配

慮者が必要な配慮を受けることができるようにするために設けるものです。 

避難所が開設され、自治会や自主防災組織を中心とした避難所運営が行われる際、配慮した

運営が推進されるような体制づくりに取り組みます。 

また、一般の避難所生活において、特別な支援等を必要とする方を対象に、二次的避難所と

して、市と協定を締結している事業所が運営する福祉施設等を「福祉避難所」として開設する

ことも想定しています。 
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第５節 介護保険事業の推進 【計画目標５】 

（１）介護保険サービスの安定的な提供 

    ■■■■施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性    

介護を必要とする状態になったとしても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることがで

きるよう、「地域包括ケアシステム」の深化・推進に向けた基盤整備に努めます。 

 

※介護保険サービスの基盤整備については、10０ページに記載しておりますのでご参照くださ

い。 

 

 

    ■■■■具体的取組具体的取組具体的取組具体的取組    

①①①①    介護介護介護介護保保保保険険険険サービスのサービスのサービスのサービスの基盤基盤基盤基盤整備整備整備整備    

小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護    

第６期末累計第６期末累計第６期末累計第６期末累計    第７期整備第７期整備第７期整備第７期整備計画計画計画計画    第７期末累計第７期末累計第７期末累計第７期末累計    

４事業所 

登録定員１００名 
登録定員２５名×２事業所 

６事業所 

登録定員１５０名 

 

看護小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護    

第６期末累計第６期末累計第６期末累計第６期末累計    第７期整備第７期整備第７期整備第７期整備計画計画計画計画    第７期末累計第７期末累計第７期末累計第７期末累計    

－ 登録定員２５名×１事業所 
１事業所 

登録定員２５名 

 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）        

第６期末累計第６期末累計第６期末累計第６期末累計    第７期整備第７期整備第７期整備第７期整備計画計画計画計画    第７期末累計第７期末累計第７期末累計第７期末累計    

７施設※ ４３８床 １施設 ８０床 ８施設※ ５１８床 

 ※地域密着型特別養護老人ホーム含む 
    

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設    

第６期末累計第６期末累計第６期末累計第６期末累計    第７期整備第７期整備第７期整備第７期整備計画計画計画計画    第７期末累計第７期末累計第７期末累計第７期末累計    

４施設 ４００床 １施設 ８０床 ５施設 ４８０床 
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（２）介護保険制度を円滑に運営するための仕組み 

    ■■■■施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性    

介護保険制度の持続可能性と円滑な運営に向けて、介護給付適正化事業の推進と介護サービ

ス情報の公表を進めるとともに、市民の介護保険制度への理解をより一層深めるための普及啓

発や、低所得者等への配慮に取り組んでいきます。 

 

 

    ■■■■具体的取組具体的取組具体的取組具体的取組    

①①①①    介護介護介護介護給給給給付付付付適正適正適正適正化事業の推進化事業の推進化事業の推進化事業の推進    

適正化主要５事業のうち、要介護認定の適正化、ケアプランの点検、住宅改修等の点検、縦覧点

検・医療情報との突合を実施しており、今後も利用者に対する適切な介護サービスを確保し介護給

付費の増大を抑制するためにも、適正化事業の推進に努めます。 

 

①－１①－１①－１①－１    要要要要介護認介護認介護認介護認定定定定のののの適正適正適正適正化（主化（主化（主化（主要要要要５事業）５事業）５事業）５事業）    

要介護認定の変更認定又は更新認定に係る認定調査の内容について点検し、適切かつ公平な

要介護認定の確保に努めます。 
 

①－２①－２①－２①－２    ケアケアケアケアププププランのランのランのランの点検点検点検点検（主（主（主（主要要要要５事業）５事業）５事業）５事業）    

介護支援専門員が作成したケアプランの内容について点検し、利用者の状態像に適したサービ

スを確保するとともに、状態に適合していないサービス提供の改善に努めます。 
 

①－３①－３①－３①－３    住住住住宅宅宅宅改修改修改修改修等の等の等の等の点検点検点検点検（主（主（主（主要要要要５事業）５事業）５事業）５事業）    

住宅改修や福祉用具の購入・貸与について、提出書類の点検や訪問調査等を行い、利用者の

状態像に適したサービスを確保するとともに、状態に適合していないサービス提供の改善に努

めます。 
 

①－４①－４①－４①－４    縦覧点検縦覧点検縦覧点検縦覧点検・医療・医療・医療・医療情情情情報との報との報との報との突突突突合（主合（主合（主合（主要要要要５事業）５事業）５事業）５事業）    

国民健康保険団体連合会から提供される情報を活用し、請求内容の誤りの確認に努めます。 
 

①－５①－５①－５①－５    介護給介護給介護給介護給付費付費付費付費通知（主通知（主通知（主通知（主要要要要５事業）５事業）５事業）５事業） 

介護報酬請求の情報を利用者に通知することにより、自ら受けているサービス内容の確認が

できる機会を確保できることから、適正なサービス利用に向けた普及啓発に努めます。 

        



【【【【各論各論各論各論】】】】 第４章 高齢者保健福祉施策の展開 

70 

②②②②    介護保介護保介護保介護保険険険険制制制制度度度度の普及啓発の普及啓発の普及啓発の普及啓発    

介護保険制度や高齢者に関する保健福祉の情報など、広報えべつや江別市ホームページ、出

前講座など、様々な手段を通して、市民にわかりやすい広報に努めます。 

また、地域で活動している地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネジャー、

民生委員などと連携し、地域のすみずみまで情報が行き届くように働きかけていきます。 

 

③③③③    介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス情情情情報の報の報の報の公表公表公表公表    

介護保険制度は、利用者の選択を基本としており、利用者の選択を通じてサービスの質の向

上が進むことが期待されているため、都道府県においては、全国の介護サービス事業所の情報

が検索できる「介護サービス情報公表システム」を公表しております。 

今後は、要介護認定の結果通知書に当該システムのＵＲＬを記載するなど周知を図るととも

に、保険者が得た有益な情報を公表する媒体として活用するなど、情報公表に努めていきま

す。 

 

④④④④    低所得低所得低所得低所得者者者者等等等等への配への配への配への配慮慮慮慮    

介護保険料や介護保険サービスの利用者負担額等を軽減するために、次の軽減対策を実施し

ています。 

 

④④④④－１－１－１－１    公費負公費負公費負公費負担による保担による保担による保担による保険料険料険料険料のののの軽減軽減軽減軽減（（（（国国国国の制の制の制の制度度度度））））    

介護保険制度の持続可能性の確保に向け、第1段階の保険料負担を軽減するため、国1/2、道

1/4、市1/4の割合で公費を投入し、保険料負担割合を「0.5」から「0.45」へ引き下げてい

ます。 

 

④④④④－－－－２２２２    生活生活生活生活困窮困窮困窮困窮者に対する保者に対する保者に対する保者に対する保険料険料険料険料のののの減免減免減免減免（市（市（市（市独独独独自制自制自制自制度度度度））））    

様々な事情により生活に困窮している低所得者等の負担を軽減するため、条例に基づく江別

市独自の保険料減免制度を実施しています。 

 

④④④④－－－－３３３３    江別江別江別江別市市市市深夜深夜深夜深夜等訪問介護等訪問介護等訪問介護等訪問介護助助助助成（市成（市成（市成（市独独独独自制自制自制自制度度度度））））    

夜間・深夜・早朝に訪問介護サービスを利用した際には割増加算があることから、利用者の

経済的負担を軽減するため、申請により加算分を助成しています。 
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④④④④－－－－４４４４    特定特定特定特定入入入入所所所所者介護サービス者介護サービス者介護サービス者介護サービス費費費費の支給（の支給（の支給（の支給（国国国国の制の制の制の制度度度度））））    

低所得の要介護者が介護保険施設に入所（入院）したときや短期入所サービスを利用したと

き、食費・居住費（滞在費）について補足給付として特定入所者介護サービス費が支給されま

す。また、低所得の要支援者の短期入所サービス（食費・滞在費）については、特定入所者介

護予防サービス費が支給されます。 

 

④④④④－－－－５５５５    要要要要介護介護介護介護旧措旧措旧措旧措置入置入置入置入所所所所者の者の者の者の経過措経過措経過措経過措置（置（置（置（国国国国の制の制の制の制度度度度））））    

特別養護老人ホームの旧措置入所者（介護保険法施行前に措置により入所していた方）につ

いては、介護保険の利用者負担が従前の費用徴収額を上回らないように、10％の定率負担や食

事の特定標準負担額を減免する経過措置が設けられています。 

 

④④④④－－－－６６６６    高高高高額額額額介護サービス等介護サービス等介護サービス等介護サービス等費費費費（（（（国国国国の制の制の制の制度度度度））））    

介護サービス又は介護予防サービスの利用者が１か月間に支払った介護保険の利用者負担

（食事等は含まれない）が、一定の金額（負担限度額）を超えたときは、高額介護サービス等

費として支給されます。一度申請すれば、その後の支給については申請時に指定された口座に

自動的に振り込まれます。 

 

④④④④－－－－７７７７    高高高高額額額額医療・高医療・高医療・高医療・高額額額額介護合介護合介護合介護合算算算算制制制制度度度度（（（（国国国国の制の制の制の制度度度度））））    

介護保険と医療保険、両方の年間の自己負担額を合算して一定の金額（負担限度額）を超え

た場合には、申請により超えた分が高額医療・高額介護合算制度により支給されます。支給対

象は、各医療保険における世帯内で、医療と介護の両制度ともに自己負担額を有する世帯とな

ります。 

 

④④④④－－－－８８８８    社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉法法法法人等による人等による人等による人等による利利利利用用用用者者者者負負負負担担担担額軽減額軽減額軽減額軽減制制制制度度度度（（（（国国国国の制の制の制の制度度度度））））    

社会福祉法人等が運営する事業所で、所定の介護サービスを利用する場合、一定の要件を満

たすことにより、利用者負担額・食費・居住費（滞在費）が軽減されます。 

 

    ■■■■活動指標活動指標活動指標活動指標（（（（例例例例））））    

    ・・・・介護給付の適正化事業の実施事業数（事業） 

 ・ケアプランの点検実施状況（事業所数）    
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第５章 介護保険事業の推進 
 

介護保険制度は、介護を必要とする状態となったとしても、できる限り自立した生活を送る

ことができるよう必要なサービスの提供を行い、その費用を社会全体で負担するという共同連

帯の理念にもとづいた制度です。 

この章では、今計画の 3 年間で必要とされる介護サービスの見込量と給付費の総額を推計し、 

江別市の介護保険財政の均衡を保つことができるよう第 1号被保険者の保険料を設定しています。 

 

第１節 介護サービス給付費等の推計 

（１）介護サービス給付費等推計までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)と居住系サービス(特定施設

入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護)の利用者数の推移や今後の基盤整備計画を考慮して、将来の利用者数を見込む  

被保険者数の推計 

要介護・要支援認定者数の推計 

施設・居住系サービス利用者数の推計※ 

介護サービス給付費等の推計（年間） 

在宅サービス利用者数の推計 

在宅サービス 

見込み量の推計（年間） 
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（２）被保険者数の動向と将来の見込み 

平成29年10月1日現在の65歳以上人口は34,645人で、内訳では65～74歳の前期高齢者

の割合が多くなっていますが、平成37（2025）年度には65～74歳よりも75歳以上の後期

高齢者の割合が多くなると見込まれます。 
 

【被保険者数の動向と将来の見込み】 

(単位：人) 

  第６期   第７期   
 平成 

27 年度 
(2015) 

 
28 年度 
(2016) 

 
29 年度 
(2017) 

 
30 年度 
(2018) 

 
31 年度 
(2019) 

 
32 年度 
(2020) 

 
37 年度 
(2025) 

65 歳以上人口（計） 32,640 33,675 34,645 35,379 36,065 36,708 38,495 

 65～74歳 17,154 17,603 18,045 18,233 18,449 18,840 17,239 

75歳以上 15,486 16,072 16,600 17,146 17,616 17,868 21,256 

         

 40～64歳 43,164 42,669 42,113 41,574 40,969 40,389 38,051 

 

※被保険者数は住民基本台帳人口に基づく将来推計値を使用（各年度１０月１日時点） 

 

 

（３）要介護・要支援認定者数の動向と将来の見込み 

平成29年９月末現在の認定者数は6,579人ですが、３年後の平成32年度には7,482人（約

14%増）、平成37（2025）年度には8,879人（約35％増）まで増加が見込まれます。 
 

【認定者数の動向と将来の見込み】 

(単位：人、％) 

  第６期   第７期   

 平成 
27 年度 
(2015) 

 
28 年度 
(2016) 

 
29 年度 
(2017) 

 
30 年度 
(2018) 

 
31 年度 
(2019) 

 
32 年度 
(2020) 

 
37 年度 
(2025) 

認定者（計） 6,244 6,487 6,579 6,867 7,163 7,482 8,879 

 要支援１ 1,109 1,145 1,209 1,258 1,308 1,350 1,647 

要支援２ 1,138 1,181 1,205 1,203 1,204 1,212 1,438 

要介護１ 1,077 1,160 1,159 1,222 1,289 1,356 1,609 

要介護２ 1,080 1,125 1,147 1,205 1,264 1,329 1,559 

要介護３ 748 728 765 824 885 955 1,138 

要介護４ 545 588 561 587 615 649 753 

要介護５ 547 560 533 568 598 631 735 

         

 第1号被保険者 6,105 6,348 6,450 6,755 7,059 7,376 8,774 

第2号被保険者 139 139 129 112 104 106 105 

        

65 歳以上認定者割合 18.7 18.9 18.6 19.1 19.6 20.1 22.8 

65 歳以上人口 32,640 33,675 34,645 35,379 36,065 36,708 38,495 

 

※認定者割合＝認定者（第 1 号被保険者）／65 歳以上人口 

※第 6 期：介護保険事業状況報告（各年度 9 月報告値） 第 7 期：国の「見える化」システムによる推計値 
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（４）介護サービス量の見込み 

介護を必要とする状態になったとしても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよ

う、介護サービスの充実と強化を図る観点から、本市における認定者数の動向やサービスの利

用実績などの地域特性を踏まえ、国の地域包括ケア「見える化」システムの将来推計ツールを

用い、今計画期間中に必要とされるサービス見込量を設定します。 
    

①①①①    居居居居宅介護支援・介護予防支援宅介護支援・介護予防支援宅介護支援・介護予防支援宅介護支援・介護予防支援    

居宅介護支援は、認定者数の増加に伴い、今後も増加を見込んでいます。介護予防支援

は、総合事業への移行を考慮した伸びとなっています。 

 

【居宅介護支援】 

介護支援専門員（ケアマネジャー）が、介護を必要とする人に合った介護サービス計画（ケアプラ

ン）の作成や、介護サービス事業者との連絡調整などを行います。 

【介護予防支援】 

地域包括支援センターにおいて、介護予防に資する適切な介護予防サービス計画（介護予防ケアプ

ラン）の作成や、介護予防サービス事業所との連絡調整などを行います。 

 

月平均利用月平均利用月平均利用月平均利用人人人人数数数数    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数                           

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 利用人数（人/月） 1,829 1,936 1,967 2,110 2,243 2,414 2,930 

予防 利用人数（人/月） 1,369 1,427 1,360 886 928 975 1,243 

※平成29年度は見込み値 
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②②②②    訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護    

訪問介護は、認定者数の増加や在宅介護のニーズの高まりに伴い、今後も増加を見込んで

います。 

 
 

【訪問介護】 

訪問介護員（ホームヘルパー）が要介護者の居宅を訪問し、食事、入浴、排泄等の介護や、炊事、

掃除、洗濯等の日常生活上の世話を行います。 

 

※介護予防訪問介護は、介護保険制度の改正により、平成29年度から江別市が取り組む地域支援事

業の介護予防・生活支援サービス事業のうち、訪問型サービスとして実施されています。 

 

 

月平均利用月平均利用月平均利用月平均利用人人人人数数数数                                                            月平均利用回数月平均利用回数月平均利用回数月平均利用回数    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数と利用回数                       

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 

利用人数（人/月） 581 621 621 645 673 710 808 

利用回数（回/月） 12,126 13,925 15,030 16,640 18,127 20,259 24,975 

※平成29年度は見込み値 
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③③③③    訪問訪問訪問訪問入浴入浴入浴入浴介護・介護予防介護・介護予防介護・介護予防介護・介護予防訪問入浴介護訪問入浴介護訪問入浴介護訪問入浴介護    

訪問入浴介護は、サービス提供事業所の減少などにより、利用回数は減少傾向にあります

が、利用者数は横ばいが続くものと見込んでいます。介護予防訪問入浴介護も同様に横ばい

が続くものと見込んでいます。 

 
 

【訪問入浴介護】 

要介護者の居宅を訪問し、移動入浴車などで浴槽を提供して、全身浴・部分浴(洗髪など)または、

清拭による入浴の介助を行います。 

【介護予防訪問入浴介護】 

感染症などの理由から、施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、要支援者の居宅を

訪問し、入浴介護を行います。 

 

 

月平均利用人数               月平均利用回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数と利用回数                       

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 

利用人数（人/月） 44 42 35 33 33 33 30 

利用回数（回/月） 195 179 144 132 127 124 104 

予防 

利用人数（人/月） 0 1 3 4 5 6 8 

利用回数（回/月） 0 5 8 8 6 7 9 

※平成29年度は見込み値 
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④④④④    訪問訪問訪問訪問看看看看護・介護予防訪問護・介護予防訪問護・介護予防訪問護・介護予防訪問看看看看護護護護    

訪問看護・介護予防訪問看護は、認定者数の増加や在宅医療ニーズの高まりに伴い、今後

も増加を見込んでいます。 

 
 

【訪問看護】 

医師の指示に基づき、看護師等が要介護者の居宅を訪問し、病状の観察、療養上の世話や診療の補

助を行います。また、医師、関係機関と連携し、在宅ケアサービスの提案を行います。 

【介護予防訪問看護】 

医師の指示に基づき、看護師等が要支援者の居宅を訪問し、病状の観察、介護予防を目的とした療

養上の世話や診療の補助を行います。また、医師、関係機関と連携し、在宅ケアサービスの提案を

行います。 

 

 

月平均利用人数               月平均利用回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数と利用回数                       

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 

利用人数（人/月） 290 321 363 419 493 555 644 

利用回数（回/月） 1,887 2,167 2,682 3,108 3,886 4,594 8,017 

予防 

利用人数（人/月） 60 72 88 106 120 135 181 

利用回数（回/月） 382 489 587 692 762 836 932 

※平成29年度は見込み値 
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⑤⑤⑤⑤    訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション    

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションは、通所サービス利用の拡充

等に伴い減少がみられるものの、在宅介護のニーズを勘案し、今期は横ばいが続くものと見

込んでいます。 

 
 

【訪問リハビリテーション】 

医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士等が、要介護者の居宅において、心身の機能の維持

回復を図り、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行います。 

【介護予防訪問リハビリテーション】 

医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士等が、要支援者の居宅において、心身の機能の維持

回復を図り、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行います。 

 

 

月平均利用人数               月平均利用回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数と利用回数                       

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 

利用人数（人/月） 32 33 25 25 25 25 23 

利用回数（回/月） 346 341 270 267 246 233 263 

予防 

利用人数（人/月） 5 7 7 8 8 8 8 

利用回数（回/月） 66 83 73 72 61 50 40 

※平成29年度は見込み値 
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⑥⑥⑥⑥    居居居居宅療養宅療養宅療養宅療養管理管理管理管理指指指指導導導導・介護予防・介護予防・介護予防・介護予防居居居居宅療養宅療養宅療養宅療養管理管理管理管理指指指指導導導導    

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導は、認定者数の増加や在宅医療ニーズの高

まりに伴い、今後も増加を見込んでいます。 

 
 

【居宅療養管理指導】 

通院が困難な要介護者に対し、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が居宅を訪問し、療養上の

管理や指導を行います。 

【介護予防居宅療養管理指導】 

通院が困難な要支援者に対し、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が居宅を訪問し、介護予防

（生活機能の維持、向上、改善、悪化の防止）を目的とした療養上の管理や指導を行います。 

 

 

月平均利用月平均利用月平均利用月平均利用人人人人数数数数    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数                          

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 利用人数（人/月） 294 357 422 525 629 758 804 

予防 利用人数（人/月） 37 40 46 54 60 68 88 

※平成29年度は見込み値 
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⑦⑦⑦⑦    通通通通所所所所介護介護介護介護    

通所介護は、認定者数の増加に伴い、今後も増加を見込んでいます。 

 
 

【通所介護】 

デイサービスセンター（通所介護施設）において、要介護者に対し、食事、入浴の世話、日常動作

の訓練やレクリエーションを行います。介護保険制度の改正により、平成28年度から定員18名以下

の小規模なデイサービスセンターは「地域密着型通所介護」へ移行されました。 

 

※介護予防通所介護は、介護保険制度の改正により、平成29年度から江別市が取り組む地域支援事

業の介護予防・生活支援サービス事業のうち、通所型サービスとして実施されています。 

 

 

月平均利用人数               月平均利用回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数と利用回数                      

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 

利用人数（人/月） 1,055 822 819 875 919 977 1,203 

利用回数（回/月） 9,510 7,167 7,255 7,933 8,559 9,363 12,575 

※平成29年度は見込み値 
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⑧⑧⑧⑧    通通通通所所所所リハビリテーション・介護予防通リハビリテーション・介護予防通リハビリテーション・介護予防通リハビリテーション・介護予防通所所所所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション    

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションは、過去の実績をもとに今後

も増加を見込んでいます。 

 
 

【通所リハビリテーション】 

医療施設や介護老人保健施設などにおいて、要介護者に対し、理学療法士や作業療法士等の指導に

よる機能回復のためのリハビリテーションを行います。 

【介護予防通所リハビリテーション】 

医療施設や介護老人保健施設などにおいて、要支援者に対し、日常生活上の支援やリハビリテー

ションを行うほか、個人の目標に合わせた運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上などに向けた支

援を行います。 

 

 

月平均利用人数               月平均利用回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数と利用回数                      

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 

利用人数（人/月） 363 413 432 482 536 594 704 

利用回数（回/月） 3,048 3,358 3,456 3,790 4,175 4,562 4,758 

予防 利用人数（人/月） 186 151 145 150 155 156 136 

※平成29年度は見込み値 
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⑨⑨⑨⑨    短期短期短期短期入入入入所所所所生活介護・介護予防生活介護・介護予防生活介護・介護予防生活介護・介護予防短期短期短期短期入入入入所所所所生活介護生活介護生活介護生活介護    

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護は、認定者数の増加や短期入所のニーズの

高まりに伴い、今後も増加を見込んでいます。 

 
 

【短期入所生活介護】 

介護老人福祉施設などに短期間入所している要介護者に対し、食事、入浴、排泄等の介護、その他

の日常生活上の世話や機能訓練などを行います。 

【介護予防短期入所生活介護】 

介護老人福祉施設などに短期間入所している要支援者に対し、介護予防を目的とした日常生活上の

支援や機能訓練などを行います。 

 

 

月平均利用人数               月平均利用日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数と利用日数                      

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 

利用人数（人/月） 234 231 231 238 249 262 333 

利用日数（日/月） 2,152 2,270 2,349 2,602 2,992 3,536 6,818 

予防 

利用人数（人/月） 12 11 14 18 20 25 30 

利用日数（日/月） 62 61 71 90 92 104 69 

※平成29年度は見込み値 
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⑩⑩⑩⑩    短期短期短期短期入入入入所所所所療養介護・介護予防療養介護・介護予防療養介護・介護予防療養介護・介護予防短期短期短期短期入入入入所所所所療養介護療養介護療養介護療養介護    

短期入所療養介護は、認定者数の増加や在宅医療ニーズの高まりに伴い、今後は増加を見

込んでいます。介護予防短期入所療養介護は、過去の実績をもとに横ばいが続くものと見込

んでいます。 

 
 

【短期入所療養介護】 

介護老人保健施設などに短期間入所している要介護者に対し、医療上のケアのほか、食事、入浴、

排泄等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練などを行います。 

【介護予防短期入所療養介護】 

介護老人保健施設などに短期間入所している要支援者に対し、医療上のケアのほか、介護予防を目

的とした日常生活上の支援や機能訓練などを行います。 

 

月平均利用人数               月平均利用日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数と利用日数                    

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 

利用人数（人/月） 23 27 20 20 21 26 31 

利用日数（日/月） 160 189 115 101 114 143 174 

予防 

利用人数（人/月） 2 1 1 1 1 1 1 

利用日数（日/月） 13 5 7 9 10 11 20 

※平成29年度は見込み値 
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⑪⑪⑪⑪    特定特定特定特定施施施施設設設設入入入入居居居居者生活介護・介護予防者生活介護・介護予防者生活介護・介護予防者生活介護・介護予防特定特定特定特定施施施施設設設設入入入入居居居居者生活介護者生活介護者生活介護者生活介護    

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護は、家族等介護者の高齢化や

住まいの多様化などから、今後は増加を見込んでいます。 

 
 

【特定施設入居者生活介護】 

有料老人ホームなどに入所している要介護者に対し、食事、入浴等の介護、その他日常生活上の世

話や機能訓練などを行います。 

【介護予防特定施設入居者生活介護】 

有料老人ホームなどに入所している要支援者に対し、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介

護を行います。 

 

 

月平均利用月平均利用月平均利用月平均利用人人人人数数数数    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数                          

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 利用人数（人/月） 202 206 200 172 175 182 226 

予防 利用人数（人/月） 68 73 85 83 95 108 147 

※平成29年度は見込み値 
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⑫⑫⑫⑫    福祉福祉福祉福祉用具用具用具用具貸与・介護予防福祉貸与・介護予防福祉貸与・介護予防福祉貸与・介護予防福祉用具用具用具用具貸与貸与貸与貸与    

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与は、認定者数の増加に伴い、今後も増加を見込んで

います。 

 
 

【福祉用具貸与】 

要介護者に対し、日常生活上の便宜を図り、機能訓練に資するための福祉用具を貸与します。 

【介護予防福祉用具貸与】 

要支援者に対し、日常生活上において介護予防に資するための福祉用具を貸与します。 

 

 

月平均利用月平均利用月平均利用月平均利用人人人人数数数数    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数                          

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 利用人数（人/月） 1,014 1,080 1,151 1,283 1,407 1,558 1,910 

予防 利用人数（人/月） 475 503 535 576 616 657 839 

※平成29年度は見込み値 
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⑬⑬⑬⑬    特定特定特定特定福祉福祉福祉福祉用具購用具購用具購用具購入・入・入・入・特定特定特定特定介護予防福祉介護予防福祉介護予防福祉介護予防福祉用具購用具購用具購用具購入入入入

特定福祉用具

の増加に伴い、今後も増加を見込んでいます。

 
 

【特定福祉用具購入

要介護者

入した場合

【特定介護予防

要支援者

い入浴や

 

 

月平均利用月平均利用月平均利用月平均利用

《実績と計画》

 

介護 利用人

予防 利用人数

    

５章 介護保険事業

特定特定特定特定福祉福祉福祉福祉用具購用具購用具購用具購入・入・入・入・特定特定特定特定介護予防福祉介護予防福祉介護予防福祉介護予防福祉用具購用具購用具購用具購入入入入

特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具購入は、

の増加に伴い、今後も増加を見込んでいます。

特定福祉用具購入

要介護者が指定特定福祉用具販売事業所

場合、購入費

介護予防福祉用具購入

要支援者が指定特定福祉用具販売事業所

や排泄のための

月平均利用月平均利用月平均利用月平均利用人人人人数数数数    

《実績と計画》月平均利用

    

利用人数（人/月） 
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介護保険事業の推進
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購入・特定介護予防福祉用具購入は、
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購入・特定介護予防福祉用具購入は、

の増加に伴い、今後も増加を見込んでいます。

指定特定福祉用具販売事業所から

支給されます。

 

指定特定福祉用具販売事業所から

を購入した場合

数                         

第６期実績値

 

28年度 

 19 

 17 

86 

特定特定特定特定福祉福祉福祉福祉用具購用具購用具購用具購入・入・入・入・特定特定特定特定介護予防福祉介護予防福祉介護予防福祉介護予防福祉用具購用具購用具購用具購入入入入

購入・特定介護予防福祉用具購入は、

の増加に伴い、今後も増加を見込んでいます。 

から、貸与になじまな

。 

から、介護予防

場合、購入費

                         

期実績値 
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在宅での生活意向の高まりや

い入浴や排泄

する福祉用具のうち

支給されます

                         

第７期計画値
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※平成
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⑭⑭⑭⑭    住住住住宅宅宅宅改修改修改修改修・介護予防・介護予防・介護予防・介護予防住住住住宅宅宅宅改修改修改修改修    

住宅改修・介護予防住宅改修は、在宅での生活意向の高まりや認定者数の増加に伴い、今

後も増加を見込んでいます。 

 
 

【住宅改修】 

要介護者に対し、可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、手すりの取付けや段差解

消のためのスロープの設置、滑り防止のための床材の変更などの改修を行った場合、住宅改修費の

一部が支給されます。 

【介護予防住宅改修】 

要支援者に対し、可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、手すりの取付けや段差解

消のためのスロープの設置、滑り防止のための床材の変更などの改修を行った場合、住宅改修費の

一部が支給されます。 

 

 

月平均利用月平均利用月平均利用月平均利用人人人人数数数数    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数                           

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 利用人数（人/月） 25 27 30 38 39 40 47 

予防 利用人数（人/月） 28 27 26 28 29 31 35 

※平成29年度は見込み値 
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⑮⑮⑮⑮    認知症対認知症対認知症対認知症対応型応型応型応型通通通通所所所所介護・介護予防認知症対介護・介護予防認知症対介護・介護予防認知症対介護・介護予防認知症対応型応型応型応型通通通通所所所所介護介護介護介護    

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護は、サービス事業所の減少などに

より、今後は横ばいを見込んでいます。 

 
 

【認知症対応型通所介護】 

認知症の症状がある要介護者に対し、専門的なケアを提供するデイサービスセンター(通所介護施

設)において、食事や入浴の世話、日常動作の訓練などを行います。 

【介護予防認知症対応型通所介護】 

認知症の症状がある要支援者に対し、専門的なケアを提供するデイサービスセンター(通所介護施

設)において、食事や入浴の世話、日常動作の訓練などを行います。 

 

 

月平均利用人数               月平均利用回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数と利用回数                      

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 

利用人数（人/月） 11 7 5 7 7 7 7 

利用回数（回/月） 127 77 47 57 51 43 43 

予防 

利用人数（人/月） 0 1 0 1 1 1 1 

利用回数（回/月） 0 2 0 4 4 4 4 

※平成29年度は見込み値 
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⑯⑯⑯⑯    小規模小規模小規模小規模多機多機多機多機能型居能型居能型居能型居宅介護・介護予防宅介護・介護予防宅介護・介護予防宅介護・介護予防小規模小規模小規模小規模多機多機多機多機能型居能型居能型居能型居宅介護宅介護宅介護宅介護    

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護は、在宅での生活意向の高ま

りや認知症高齢者の増加に伴い、今後も増加を見込んでおり、身近できめ細かいサービス提

供体制の充実を図る観点から、今計画期間中に新たな施設整備を行います。 

 
 

【小規模多機能型居宅介護】 

要介護者に対し、地域において在宅での生活継続を支援するために、「通い」を中心として、利用者

の様態や希望に応じた「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供します。 

【介護予防小規模多機能型居宅介護】 

要支援者に対し、地域において在宅での生活継続を支援するために、「通い」を中心として、利用者

の様態や希望に応じた「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供します。 

 

 

月平均利用月平均利用月平均利用月平均利用人人人人数数数数    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数                          

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 利用人数（人/月） 73 71 70 75 102 112 129 

予防 利用人数（人/月） 9 8 6 7 8 9 10 

※平成29年度は見込み値 

 

        

73 71 70 75

102
112

129

9 8 6
7

8

9

10

82 79
76

82

110

121

139

0

50

100

150

平成27年度

（実績）

平成28年度

（実績）

平成29年度

（実績）

平成30年度

（推計）

平成31年度

（推計）

平成32年度

（推計）

平成37年度

（推計）

小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護

（人

）



【【【【各論各論各論各論】】】】 第５章 介護保険事業の推進 

90 

⑰⑰⑰⑰    認知症対認知症対認知症対認知症対応型共同応型共同応型共同応型共同生活介護・介護予防認知症対生活介護・介護予防認知症対生活介護・介護予防認知症対生活介護・介護予防認知症対応型共同応型共同応型共同応型共同生活介護生活介護生活介護生活介護    

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護は、家族等介護者の高齢

化や認知症高齢者の増加が見込まれるが、第6期計画期間中に施設整備を行っており、今期は

横ばいで見込んでいます。 

 
 

【認知症対応型共同生活介護】 

認知症の症状がある要介護者が少人数の家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフから食事、入浴、排

泄などの日常生活の支援やリハビリテーションを受けながら共同生活をします。 

【介護予防認知症対応型共同生活介護】 

認知症の症状がある要支援者が少人数の家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフから食事、入浴、排

泄などの日常生活の支援やリハビリテーションを受けながら共同生活をします。（要支援２の方のみ

利用することができます。） 

 

 

月平均利用月平均利用月平均利用月平均利用人人人人数数数数    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数                          

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 利用人数（人/月） 296 300 295 323 323 323 404 

予防 利用人数（人/月） 1 0 0 1 1 1 1 

※平成29年度は見込み値 
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（人）
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⑱⑱⑱⑱    地域地域地域地域密着型密着型密着型密着型介護介護介護介護老老老老人福祉施人福祉施人福祉施人福祉施設設設設入入入入所所所所者生活介護者生活介護者生活介護者生活介護    

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、第6期計画期間中に施設整備を行ってお

り、今期は横ばいで見込んでいます。 

 
 

定員29名以下の小規模な特別養護老人ホームにおいて、要介護者に対し、食事、入浴などの介護、

その他の日常生活上の世話、機能訓練などを行います。 

 

 

月平均利用月平均利用月平均利用月平均利用人人人人数数数数    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数                          

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 利用人数（人/月） 28 29 54 58 58 58 58 

※平成29年度は見込み値 

 

 

        

28 29

54
58 58 58 58

0

20

40

60

平成27年度

（実績）

平成28年度

（実績）

平成29年度

（実績）

平成30年度

（推計）

平成31年度

（推計）

平成32年度

（推計）

平成37年度

（推計）

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

（人）



【【【【各論各論各論各論】】】】 第５章 介護保険事業の推進 

92 

⑲⑲⑲⑲    地域地域地域地域密着型密着型密着型密着型通通通通所所所所介護介護介護介護    

地域密着型通所介護は、認定者数の増加に伴い、今後も増加を見込んでいます。 

 
 

定員18名以下の小規模なデイサービスセンター（通所介護施設）において、要介護者に対し、食

事、入浴の世話、日常動作の訓練やレクリエーションを行います。 

 

※介護保険制度の改正により、平成28年度からサービスが開始されています。 

 

 

月平均利用人数               月平均利用回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数と利用回数                      

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 

利用人数（人/月）  300 308 344 371 410 468 

利用回数（回/月）  2,625 2,685 3,086 3,425 3,875 4,849 

※平成29年度は見込み値 
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⑳⑳⑳⑳    定期巡回定期巡回定期巡回定期巡回・・・・随時随時随時随時対対対対応型応型応型応型訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護看看看看護護護護    

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、認定者数の増加や在宅での生活意向の高まりに伴

い、今後も増加を見込んでいます。 

 
 

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的またはそれぞれが密接に連携しながら、定期巡

回訪問と随時の対応を行うサービスです。 

 

 

月平均利用月平均利用月平均利用月平均利用人人人人数数数数    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数                          

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 利用人数（人/月） 3 21 44 55 69 84 113 

※平成29年度は見込み値 
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㉑㉑㉑㉑    地域地域地域地域密着型特定密着型特定密着型特定密着型特定施施施施設設設設入入入入居居居居者生活介護者生活介護者生活介護者生活介護

地域

員数を

 
 

定員29名以下

の他の日常生活上

 

 

月平均利用月平均利用月平均利用月平均利用

《実績と計画》

 

介護 利用人数

    

    

５章 介護保険事業

地域地域地域地域密着型特定密着型特定密着型特定密着型特定施施施施設設設設入入入入居居居居者生活介護者生活介護者生活介護者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護は、

員数を見込んでいます。

名以下の小規模

日常生活上の

月平均利用月平均利用月平均利用月平均利用人人人人数数数数    

《実績と計画》月平均利用

    

利用人数（人/月） 

    

介護保険事業の推進
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推進 

地域地域地域地域密着型特定密着型特定密着型特定密着型特定施施施施設設設設入入入入居居居居者生活介護者生活介護者生活介護者生活介護

密着型特定施設入居者生活介護は、

有料老人ホーム等

機能訓練などを行

数                         

第６期実績値
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94 

地域地域地域地域密着型特定密着型特定密着型特定密着型特定施施施施設設設設入入入入居居居居者生活介護者生活介護者生活介護者生活介護

密着型特定施設入居者生活介護は、身近な地域での生活意向の高まりから、今期は定

等において、

行います。 

                         

期実績値 
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身近な地域での生活意向の高まりから、今期は定
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㉒㉒㉒㉒    看看看看護護護護小規模小規模小規模小規模多機多機多機多機能型居能型居能型居能型居宅介護宅介護宅介護宅介護（（（（複複複複合合合合型型型型サービス）サービス）サービス）サービス）    

看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）は、医療ニーズや認知症高齢者の増加を

踏まえ、「在宅医療」の推進等に向け、多様な療養支援の充実を図る観点から、今計画期間中

に新たな施設整備を行います。 

 
 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護のサービスを組み合わせた複合型事業所において、小規模多機

能型居宅介護のサービスに加え、必要に応じて訪問看護を提供します。 

 

 

月平均利用月平均利用月平均利用月平均利用人人人人数数数数    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数                          

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 利用人数（人/月） 0 1 0 2 27 27 37 

※平成29年度は見込み値 
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㉓㉓㉓㉓    介護介護介護介護老老老老人福祉施人福祉施人福祉施人福祉施設設設設    

介護老人福祉施設は、施設ニーズや認定者の重度化を考慮するとともに、今後介護サービ

ス利用の割合が高い75歳以上人口の増加に伴う入所待機者数の増加が見込まれることや、国

が推進する「介護離職ゼロ」に向けたサービス見込量を踏まえ、今計画期間中に新たな施設

整備を行います。 

 
 

常に介護を必要とし、在宅での生活が困難な方に対し、日常生活上の世話や介護を行います。 

 

 

月平均利用月平均利用月平均利用月平均利用人人人人数数数数    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数                          

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 利用人数（人/月） 354 366 372 423 432 482 731 

※平成29年度は見込み値 

 

 

        

354 366 372
423 432
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0

200

400

600

800

平成27年度

（実績）

平成28年度

（実績）
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（推計）

介護老人福祉施設

（人）
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㉔㉔㉔㉔    介護介護介護介護老老老老人保健施人保健施人保健施人保健施設設設設    

介護老人保健施設は、施設ニーズや認定者の重度化を考慮するとともに、在宅医療・介護

連携の推進や在宅復帰支援機能を強化する観点から、今計画期間中に新たな施設整備を行い

ます。 

 
 

医学的管理のもとに、日常生活上の支援や在宅復帰ができるよう、リハビリテーションを中心とし

た介護を行います。 

 

 

月平均利用月平均利用月平均利用月平均利用人人人人数数数数    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数                          

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 利用人数（人/月） 418 411 418 434 439 486 706 

※平成29年度は見込み値 
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（人）
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㉕㉕㉕㉕    介護療養介護療養介護療養介護療養型型型型医療施医療施医療施医療施設設設設    

介護療養型医療施設は、将来の介護医療院等への転換を考慮し、今期は横ばいで見込んで

います。 

 
 

長期療養が必要な方へ、医学的な管理のもとでの介護や機能回復訓練などを行います。 

 

 

月平均利用月平均利用月平均利用月平均利用人人人人数数数数    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数                          

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 利用人数（人/月） 117 107 84 82 82 82  

※平成29年度は見込み値 
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㉖㉖㉖㉖    介護医療介護医療介護医療介護医療院院院院    

介護医療院は、将来の介護療養型医療施設からの転換を考慮した利用人数を見込んでいま

す。 

 
 

平成30年度から創設予定の新たな介護保険施設であり、要介護者に対し、「長期療養のための医療」

と「日常生活上の世話（介護）」を一体的に提供します。 

 

 

月平均利用月平均利用月平均利用月平均利用人人人人数数数数    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《実績と計画》月平均利用人数                           

 第６期実績値 第７期計画値  

    平成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

37年度 

介護 利用人数（人/月）    3 3 3 48 
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※※※※平成平成平成平成30303030年度以降年度以降年度以降年度以降にににに創設創設創設創設されされされされ

るるるる新新新新たなたなたなたな介護保険施設介護保険施設介護保険施設介護保険施設    
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（５）介護保険サービスの基盤整備 

    

①①①①    地域地域地域地域密着型密着型密着型密着型サービスの整備サービスの整備サービスの整備サービスの整備    

 介護を必要とする状態になったとしても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることが

できるよう「地域包括ケアシステム」のさらなる推進に向け、身近できめ細かいサービス提

供体制の整備を図るとともに、医療ニーズの高い利用者にも対応した多様な療養支援の充実

を図る観点から整備を進めるものとします。 

    

小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護    

第６期末累計第６期末累計第６期末累計第６期末累計    第７期整備第７期整備第７期整備第７期整備計画計画計画計画    第７期末累計第７期末累計第７期末累計第７期末累計    

４事業所 

登録定員１００名 
登録定員２５名×２事業所 

６事業所 

登録定員１５０名 

 

看護小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護    

第６期末累計第６期末累計第６期末累計第６期末累計    第７期整備第７期整備第７期整備第７期整備計画計画計画計画    第７期末累計第７期末累計第７期末累計第７期末累計    

－ 登録定員２５名×１事業所 
１事業所 

登録定員２５名 

 

②②②②    介護保介護保介護保介護保険険険険施施施施設設設設の整備の整備の整備の整備 

 介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、第６

期計画期間において施設を整備したことにより、特別養護老人ホームの入所待機者数は、重

度要介護者の在宅待機者数も含め減少傾向にありますが、今後介護サービス利用の割合が高

い75歳以上人口の増加に伴う入所待機者数の増加が見込まれることや、在宅医療・介護連携

の推進、在宅復帰支援機能を強化する観点から、今計画期間においても整備を進めるものと

します。 

 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）        

第６期末累計第６期末累計第６期末累計第６期末累計    第７期整備第７期整備第７期整備第７期整備計画計画計画計画    第７期末累計第７期末累計第７期末累計第７期末累計    

７施設※ ４３８床 １施設 ８０床 ８施設※ ５１８床 

 ※地域密着型特別養護老人ホーム含む 

    

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設    

第６期末累計第６期末累計第６期末累計第６期末累計    第７期整備第７期整備第７期整備第７期整備計画計画計画計画    第７期末累計第７期末累計第７期末累計第７期末累計    

４施設 ４００床 １施設 ８０床 ５施設 ４８０床 
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第２節 事業費総額の見込み 

（１）介護サービス給付費等の見込み（暫定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●介護サービス給付費等の推計●介護サービス給付費等の推計●介護サービス給付費等の推計●介護サービス給付費等の推計                                                                                            （単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）    

区分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 3年累計 

在宅サービス 3,253,563 3,706,408 4,124,587 11,084,558 

居住系サービス 1,433,834 1,440,562 1,455,929 4,330,325 

施設サービス 3,333,044 3,379,939 3,718,819 10,431,802 

その他給付費等 982,754 1,069,363 1,256,344 3,308,461 

合  計 9,003,195 9,596,272 10,555,679 29,155,146 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。 

※その他給付費等とは、特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス費等給付額、高額医療合算介護サー

ビス費等給付額、算定対象審査支払手数料の合計。 

※国の「見える化」システムによる試算結果。今後、介護報酬などの要因で変動する可能性があります。 
 

（２）地域支援事業費の見込み（暫定） 

●地域支援事業費の推計●地域支援事業費の推計●地域支援事業費の推計●地域支援事業費の推計                                                                                                        （単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）    

区分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 3年累計 

介護予防・日常生活支援 

総合事業費 
421,531 446,180 472,555 1,340,266 

包括的支援事業・任意事業費 150,625 157,001 158,474 466,100 

合 計 572,156 603,181 631,029 1,806,366 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。 

3,253,563
3,706,408

4,124,587

1,433,834

1,440,562

1,455,929

3,333,044

3,379,939

3,718,819
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1,069,363

1,256,344
9,003,195
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0

2,000,000

4,000,000
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8,000,000
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平成30年度 平成31年度 平成32年度

その他給付費等

施設サービス

居住系サービス

在宅サービス

介護サービス給付費等（計）

（千円）

第第第第７７７７期期期期    介護介護介護介護サーサーサーサービスビスビスビス給付費等給付費等給付費等給付費等    

約約約約291291291291億円億円億円億円（（（（3333年累計年累計年累計年累計））））    
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第３節 第１号被保険者保険料の設定 

（１）財源構成 

保険給付費の財源は、基本的に、50％が国及び都道府県並びに市町村の公費負担、残りの

50％が 65 歳以上の第１号被保険者と 40 歳～64 歳の第 2号被保険者が負担する保険料で構

成されます。 

第１号被保険者が負担する保険料と第 2号被保険者が負担する保険料の割合は、全国の被保

険者が公平に費用を負担するように、事業計画期間ごとに全国ベースの人口比率により決めら

れます。第７期期間においては、第１号被保険者が負担する保険料が 23％（第 6 期 22％）、

第 2号被保険者が負担する保険料が 27％（第 6 期 28％）と定められています。 

第１号被保険者が負担する保険料額は本市が設定し、第 2号被保険者が負担する保険料額は

加入している各健康保険の算定方法により設定されます。 

なお、国の負担分には、財政調整交付金が５％相当含まれており、その割合は各市町村の状

況によって変動します。 

 

※財政調整交付金とは、第 1 号被保険者に占める７５歳以上の方の割合や、所得段階別被保険者割合の

違いから生じる、市町村間の保険料基準額格差を調整するための国の交付金です。 

 

≪介護給付費≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪地域支援事業≫ 
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（２）第７期介護保険料基準額（月額）の試算（暫定）

第１号被保険者（６５歳以上）の介護保険料は、３年間の事業計画期間を通じて財政の均衡

を保つことができるよう、推計した事業費総額に基づき保険者

第７期の事業費

の第１号被保険者数の増加率の推計は約

大するものと見込まれます。

 

第６期の総給付費（

＜内訳＞ 

①介護サービス

②地域支援事業費

※平成29年度

【給付費の

●高齢化の

●施設整備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （参考

期

１

２

３

４

５

６

（平成

保険料概算額（素案時点）

○介護報酬の

○一定以上所得者の利用者負担の見直し

○補足給付の見直し

（２）第７期介護保険料基準額（月額）の試算（暫定）

第１号被保険者（６５歳以上）の介護保険料は、３年間の事業計画期間を通じて財政の均衡

を保つことができるよう、推計した事業費総額に基づき保険者

第７期の事業費総額は第６期に比べ約

の第１号被保険者数の増加率の推計は約

大するものと見込まれます。

第６期の総給付費（

約約約約257257257257

 

サービス給付費等

地域支援事業費   

年度は見込みベース

の主な増加要因

の進展に伴う

施設整備による介護施設

参考） 

期 

１ 平成

２ 平成

３ 平成

４ 平成

５ 平成

６ 平成

第６

（平成27年度～平成

保険料概算額（素案時点）

５，３００円

保険料基準額保険料基準額保険料基準額保険料基準額

５，０６０円５，０６０円５，０６０円５，０６０円

○介護報酬の減額改定

○一定以上所得者の利用者負担の見直し

○補足給付の見直し 等

（２）第７期介護保険料基準額（月額）の試算（暫定）

第１号被保険者（６５歳以上）の介護保険料は、３年間の事業計画期間を通じて財政の均衡

を保つことができるよう、推計した事業費総額に基づき保険者

総額は第６期に比べ約

の第１号被保険者数の増加率の推計は約

大するものと見込まれます。 

第６期の総給付費（H27～H29の３年間）

 

257257257257億円億円億円億円    

給付費等 251億円

     6億円

みベース 

増加要因】 

う要介護認定者数

介護施設・事業所

年度

平成12年度～平成

平成15年度～平成

平成18年度～平成

平成21年度～平成

平成24年度～平成

平成27年度～平成

６期 

年度～平成29年度）

保険料概算額（素案時点）

５，３００円程度 

保険料基準額保険料基準額保険料基準額保険料基準額    

５，０６０円５，０６０円５，０６０円５，０６０円    

改定 

○一定以上所得者の利用者負担の見直し

等 

（２）第７期介護保険料基準額（月額）の試算（暫定）

第１号被保険者（６５歳以上）の介護保険料は、３年間の事業計画期間を通じて財政の均衡

を保つことができるよう、推計した事業費総額に基づき保険者

総額は第６期に比べ約 20.2

の第１号被保険者数の増加率の推計は約 7.1

 

の３年間） 

億円 

億円 

要介護認定者数の増加   

事業所の増加 

年度 

平成14年度

平成17年度

平成20年度

平成23年度

平成26年度

平成29年度

年度） 

保険料概算額（素案時点） 

○一定以上所得者の利用者負担の見直し 
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（２）第７期介護保険料基準額（月額）の試算（暫定）

第１号被保険者（６５歳以上）の介護保険料は、３年間の事業計画期間を通じて財政の均衡

を保つことができるよう、推計した事業費総額に基づき保険者

20.2％増加するものと推計しています。一方、第７期

7.1％であることから、一人あたりの保険料負担は増

 

   ●介護保険

江別市

年度 3,000

年度 3,680

年度 3,860

年度 3,980

年度 4,520

年度 5,060

【【【【

（２）第７期介護保険料基準額（月額）の試算（暫定）

第１号被保険者（６５歳以上）の介護保険料は、３年間の事業計画期間を通じて財政の均衡

を保つことができるよう、推計した事業費総額に基づき保険者

％増加するものと推計しています。一方、第７期

％であることから、一人あたりの保険料負担は増

第７期の総

約約約約

＜内訳＞

①介護サービス

②地域支援事業費

※国の「

介護保険サービスの

月額基準額

江別市 全道平均

3,000円 

3,680円 

3,860円 

3,980円 

4,520円 

5,060円 

（平成

○介護報酬の

○一定以上所得者の利用者負担の見直

各論各論各論各論】】】】 第

（２）第７期介護保険料基準額（月額）の試算（暫定） 

第１号被保険者（６５歳以上）の介護保険料は、３年間の事業計画期間を通じて財政の均衡

を保つことができるよう、推計した事業費総額に基づき保険者が設定することになっています。

％増加するものと推計しています。一方、第７期

％であることから、一人あたりの保険料負担は増

第７期の総給付費（

約約約約303030309999億円億円億円億円（（（（

＞ 

サービス給付費等

地域支援事業費   

「見える化」

サービスの充実による

月額基準額 

全道平均 

3,111円 

3,514円 

3,910円 

3,984円 

4,631円 

5,134円 

（平成30年度～平成
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５，８００円

保険料基準額保険料基準額保険料基準額保険料基準額

＜今後の影響要因＞

○介護報酬の増額改定

○一定以上所得者の利用者負担の見直

第５章 介護保険事業

第１号被保険者（６５歳以上）の介護保険料は、３年間の事業計画期間を通じて財政の均衡

設定することになっています。

％増加するものと推計しています。一方、第７期

％であることから、一人あたりの保険料負担は増

（H30～H32の３年間）

 

（（（（20.220.220.220.2％％％％

給付費等 291億円

     18億円

」システムによる

による利用量

 

 全国平均

2,911円

3,293円

4,090円

4,160円

4,972円

5,514円

第７期 

年度～平成32

保険料概算額（素案時点）

５，８００円程度
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改定（予定） 
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第１号被保険者（６５歳以上）の介護保険料は、３年間の事業計画期間を通じて財政の均衡

設定することになっています。

％増加するものと推計しています。一方、第７期

％であることから、一人あたりの保険料負担は増
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円 

円 

円 

円 

円 
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程度 
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＜今後の影響要因＞ 

 

○一定以上所得者の利用者負担の見直し 等 

の推進 

設定することになっています。 
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（３）所得段階別保険料の設定 

国が示す標準の保険料段階は 9段階ですが、市町村の判断により段階数や負担割合を変更す

ることができることになっており、本市では第６期においてよりきめ細かな保険料負担とする

ため 13段階に設定しました。 

第 7 期においては、下記の点を考慮し所得段階を設定しています。 

    

①①①①    国国国国のののの所得段階設定所得段階設定所得段階設定所得段階設定    

【基準所得金額の一部変更】【基準所得金額の一部変更】【基準所得金額の一部変更】【基準所得金額の一部変更】    

国が示す第 7段階、第8段階を区分する所得金額が変更されています。 
 

 第６期第６期第６期第６期    第７期第７期第７期第７期    

国標準第7段階と第8段階を区分する所得金額 190万 200万 

国標準第8段階と第9段階を区分する所得金額 290万 300万 

 

②②②②    本本本本市の市の市の市の所得段階設定所得段階設定所得段階設定所得段階設定    

【保険料率の軽減】【保険料率の軽減】【保険料率の軽減】【保険料率の軽減】 

国が示す第 2段階と第 3段階の保険料率はともに「0.75」ですが、低所得者の負担軽減

を図るため、本市では第 6 期において第２段階の保険料率を「0.65」としており、第 7 期

も継続して同様の保険料率とします。 

 

【【【【段階の統合段階の統合段階の統合段階の統合】】】】 

第 5 期からの急激な負担増を緩和する目的で第 6 期において設定した第 7段階を、第8

段階と統合し第 7段階とします。  
 

第６期第６期第６期第６期    第７期第７期第７期第７期    

第7段階（1.25） 
第7段階（1.3） 

第８段階（1.3） 

 

【【【【所得の細分化と保険料率の変更所得の細分化と保険料率の変更所得の細分化と保険料率の変更所得の細分化と保険料率の変更】】】】 

所得に応じた保険料負担を求める観点から、段階を細分化するとともに、保険料率を変更

しています。 
 

第６期第６期第６期第６期    第７期第７期第７期第７期    

第11段階（1.8） 
第10段階（1.8） 

第11段階（1.9） 

第12段階（1.9） 第12段階（2.1） 

第13段階（2.0） 第13段階（2.3） 
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《所得段階別保険料の設定》 
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第６章 計画の推進に向けて 

第１節 計画の推進体制 

（１）庁内部署との連携 

本計画の効果的な取組を推進するため、庁内関係部署との会議体により進捗管理を行います。 

 

（２）関係機関との連携・調整 

地域包括ケアシステムの構築には、保健・医療・福祉・介護など、さまざまな専門機関が連

携・協力して進めていく必要があります。医療と介護の連携協議体等を通じて、状況把握や進

捗管理、多職種が参加する地域ケア会議の実施など、包括的な支援体制づくりに向けて、関係

機関との連携・調整の推進に努めます。 

 

（３）北海道との連携・調整 

医療・介護連携や介護人材の確保、介護保険施設の広域調整など、北海道との連携や調整を

図り、計画の推進に努めます。 

また本市では、地域の実情やこれまでの介護給付の適正化の取組を踏まえ、実施する具体的

な取組内容及び実施方法、その目標等を定めるとともに、国民健康保険団体連合会の適正化シ

ステム等を活用しながら、北海道と協力して一層の推進に努めます。 

また、介護保険制度の持続可能性の観点から、介護給付等対象サービスを提供する事業者に

対する指導監督等について、北海道と十分に連携し、適切なサービスの提供の推進に向けた環

境づくりに努めます。 

 

（４）介護保険制度の持続可能性の確保に向けて 

地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、地域の介護人材の発掘や基盤整備、多職種連携

の推進、効率的なサービス提供も含め、自立支援や介護予防に向けた様々な取組が求められて

います。各種取組は毎年、評価・見直し等を行い、保険者機能の強化に努めます。 

 

項目 現在（平成 29 年）  2025 年（平成 37 年） 

総人口 118,979 人 ⇒ 112,938 人 

生産年齢人口（15～64歳） 70,950 人 ⇒ 62,134 人 

65歳以上（高齢者人口） 34,645 人 ⇒ 38,495 人 

75歳以上（後期高齢者） 16,600 人 ⇒ 17,239 人 

要介護・要支援認定者数 6,579 人 ⇒ 8,879 人 

認知症日常生活自立度Ⅱ以上 3,545 人 ⇒ 4,428 人 
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